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平成２５年度第３回協働支援会議 

平成２５年５月１３日（月）午後２時００分 

新宿ＮＰＯ協働推進センター１０１会議室 

 

出席者：久塚委員、宇都木委員、関口委員、竹内委員、野口委員、太田委員、伊藤委員、 

    井下委員 

事務局：地域調整課長、濵田協働推進主査、西堀主査、髙橋主任 

 

 久塚座長 では、第３回の協働支援会議を開催いたします。定足数には達しております。 

きょうの大きな議題は皆さん方、お手元にある（１）、（２）ということで、一つは各委

員に採点をしてもらった結果がありますけれども、それについてということと、それから

協働事業提案制度の見直しをした結果をいろんなところに反映しないといけないことがあ

りますので、その２本ということになります。 

では、その前に事務局から配付されている資料について確認をお願いします。 

事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。まず１枚目は次第でございます。 

１枚おめくりいただきまして、資料１がＮＰＯ活動資金助成一次審査採点集計表でござ

います。 

資料２が、２５年度ＮＰＯ活動資金助成一次審査一覧でございます。 

資料３が、平成２５年度ＮＰＯ活動資金助成・プレゼンテーション実施要領（案）でご

ざいます。 

資料４が、平成２５年度ＮＰＯ活動資金助成・プレゼンテーション質問票でございます。 

そして、資料５－１が事前ヒアリングシートの見直しについてでございます。 

資料５－２が、協働事業提案事前ヒアリングシート（案）でございます。その後ろに旧

バージョンがございます。 

資料６が、協働事業提案に対する担当課意見書（案）でございます。その後ろに旧バー

ジョンがついてございます。 

資料７が、審査方法等の見直しについて（案）でございます。 

参考資料といたしまして、平成２３年度協働事業提案に対する担当課一覧、その後ろに

２２年と２１年がございます。 

それから、参考資料２といたしまして、協働事業提案制度の見直しに関する報告書に記
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載された見直し内容と２５年度の取り組みの方向性についてでございます。 

参考資料３が、協働事業提案採点表でございます。 

それから、さらに机上配付させていただきましたものが、新宿ＮＰＯ協働推進センター

のパンフレットでございます。それと、その間に挟ませていただいたのが新宿区広報５月

５日号の編集委員募集というのと、２枚目が、これは明後日発行になります５月１５日号

なのですが、こちらは縮小でちょっと小さくて見づらいのですけれども、第２面に「あな

たの提案がよりよい地域社会に貢献します 新しくなった協働事業提案制度にご応募くだ

さい」という記事が第２面に大きく載ります。 

この中に協働事業提案制度の説明会ということで、５月１７日に伊藤委員に、講演のタ

イトルが「審査員が思わずうなる提案書」ということで、午後６時から８時半、区役所本

庁舎で実施いたします。そして、次が宇都木委員の講演が２４日金曜日ということで午前

中になります。タイトルが「区民参加のまちづくり」ということでお願いしておりますの

で、両委員、よろしくお願いいたします。 

それと、もう一つがカラー版になっております。これは説明会とタイアップして行う協

働事業提案の事業報告会になります。裏面を見ていただきますと４事業載っているのです

が、２４年度に実施しました事業の報告会と一緒に説明会をやるということでカラーのチ

ラシをつくっております。 

以上で配付資料の確認を終わりますが、そのほかにきょうは再度、助成申請書のファイ

ルをお持ちいただいておりますか。もしお忘れの場合はこちらに用意していますので、よ

ろしいでしょうか。 

久塚座長 はい。では、いつものとおりなのですけれども、発言の前には議事録の関係

でお名前を各委員言ってお願いいたしたいと思います。 

では、議題の（１）ですが、第一次書類選考採点結果について、（１）の①です。それに

ついて事務局から先ほどの資料をもとに説明をしていただきます。お願いします。 

事務局 それでは、議題（１）のＮＰＯ活動資金助成の①一次書類選考採点結果につい

て、資料をもとにご説明します。使う資料は資料１と２です。ゴールデンウィークの期間

に各委員には採点をしていただきましてありがとうございます。その採点していただいた

結果が資料１のとおりとなっております。審査基準ごとの各委員の合計点数です、これを

あらわしたものが資料１となっております。 

この結果に基づきましてそれを得点順にしたものが資料２になります。本日この第３回
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協働支援会議の中では、プレゼンテーションに進む団体数についてご審議いただきたいと

思っておりますが、例年一次審査の採点結果からは、得点が大体おおむね６割程度以上の

６割程度以上の団体をプレゼンテーション実施団体の選定基準としておりまして、昨年度

の例ですと申請件数６件で、全６団体がプレゼンテーションに進んでいるという状況です。 

今年度の採点の結果につきましては、得点率が６割を超えた団体は９団体中８団体あり

ました。一番下の９位になる団体につきましては、資料にはちょっと載っていませんが、

得点率は５１．７％という結果になっております。 

また、助成の予算額につきましては今年度３００万円ですが、９団体の場合ですと今現

在３９１万９，０００円ということで、９１万９，０００円が予算の範囲を超えていると

いう状況です。 

本日、一次審査結果を踏まえまして、どの団体までがプレゼンテーションに進むかにつ

いてご審議いただければと思っておりますのでよろしくお願いします。 

久塚座長 はい。事務局から説明いただきましたとおり今までの経過を含めて予算との

関係につきましては、最終的に二次に進み、そして採択されるであろうものが出てきます

けれども、団体数との関係で幾ら超えるのか、内輪でとまるのかということが出てきます

ので、頭の中に全部入ってくると大きく超えますよというのは前回のとおりですし、それ

から高橋さんが先ほど言ってくれた６割程度というラインの引き方をしても３００を超え

る形になっているというのは事実です。きょうの判断を左右するものではありません。 

では、この点について今まで６割ぐらいでラインを引くといいますか、一定の基準を設

けて、その基準を超えた団体に第二次の審査に進んでもらうということを考えてはどうか

ということなのですが、ご意見は。 

特にいいですね。８団体目がちょうど６割ぐらいなのですね、ギリギリ近いという部分

で。 

久塚座長 はい、宇都木さん。 

宇都木委員 プレゼンテーションというのは何枠とってやっているのだっけ。 

事務局 今までですと大体１３団体までは参加できるぐらいの時間はとっています。 

宇都木委員 １６時２分までで？ 

事務局 今年度ですと、９団体すべて入っても５時前ぐらいには終わるような時間で組

んでありますので、プレゼンテーションの時間への影響というのは。 

宇都木委員 ない？ 
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事務局 全部プレゼンになっても時間的な問題はないです。 

宇都木委員 それでは、全部で９団体か。 

久塚座長 はい。 

宇都木委員 だから、これ６割を、大きく下回ったというのが、申請番号③だけか。だ

から、これだけ除いてやろうよ。 

野口委員 いいのではないですか。 

宇都木委員 ８団体。 

久塚座長 パーセントで行くと先ほど事務局からの動きがありましたけど、５１．７％

というパーセントで、８団体目のところは６０．３％、６０％を超える。ちょっと差がつ

きましたですね。一番高いところがもう８割ぐらいの点数になっております。メリハリは

ついたということで、そのほか発言ございませんか。 

はい、関口さん。 

関口委員 関口です。念のため確認なのですが、この申請番号③の団体さんの各委員の

採点というのは、比較的こう皆さん大体下のほうについているのか、それとも何かこうす

ごく評価されている方とかも中にはいらっしゃる？ 

久塚座長 本当はすごいというのが分かれている？ 

関口委員 そうですね。 

久塚座長 事務局は持っています、私はいただいておりません。 

事務局 全体からしますと、その５０何％という、例えばオールＣをつけると６割とい

う形になる中で５割強ですので、全体的にはやはりその低目の評価というのはあったので

すけれども、その中でも高い評価を、ある一定の結果を見て評価を高くしている方ももち

ろんいらっしゃいます。 

関口委員 あとはマイナスが大きいということですかね。 

竹内委員 マイナスが大きい。 

事務局 そうですね。この資料１のほうで行きますと。 

竹内委員 実績が悪い。 

事務局 実績のところの部分というのが。 

宇都木委員 それはそうだ、１５人しか集まらないのだから、もう数というのは大体言

ったらどこからか。 

久塚座長 これ、マイナス二つというか、そういうふうに反映しないとどうなりますか。 
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事務局 これがそのまま仮にゼロにした場合ですと２１３点。 

久塚座長 微妙だな。 

事務局 その場合でも６０．８です。 

関口委員 では、だめですね。 

久塚座長 ２１１と一緒だよね。 

伊藤委員 うん。 

久塚座長 ２１１というのがギリギリのラインのところだから。 

野口委員 書類審査で落ちるということでいいのでないの。 

久塚座長 かなり厳しいと言えば厳しい。 

宇都木委員 みんなそういう点数をつけているでしょう、これ。 

久塚座長 うん、そうですね。ずっとよく参加してもらったけれども、どうもなかなか

やり方がかたくなな感じというかな。いろんな人をこう受け入れるという感じではなくて、

内だけに固まったというか、そういう感じで。井下さん、大丈夫？ 

井下委員 大丈夫です。 

伊藤委員 いいですか。 

久塚座長 では、伊藤委員、お願いします。 

伊藤委員 今のエコツーリズムの話なのですけど、多分推測です。１年目のをやって、

２年目の助成金がこうなってしまった、今度は３回目じゃない。それのときのを評価して

いって、多分このマイナスのところが多くなっていくわけ、多分。どんどんわかってくる

とマイナスが多くなったような気がするの。そこをちょっと確認できたらなと思って。 

久塚座長 去年とどうかと。 

伊藤委員 そうそう、その前と。やるたんびにマイナスがふえているような気がする。

そうすると皆さんの実態がわかる。やっているものの実態がわかってくるとマイナスがふ

えていくという構図ではないかなという気がするの。 

久塚座長 きょう持ってきているかな、事務局。去年のものってある？ 

事務局 点数ですか。 

久塚座長 うん。 

伊藤委員 評価のマイナス。 

久塚座長 去年の何番目と電卓はじいて、その１年目との差というところ、右肩下がり

になってきているところとか。なかったらいいですよ。 
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事務局 一次審査では全体の中で６０．６％です。 

伊藤委員 同じだ。 

太田委員 やっぱり。 

事務局 ２１２点という結果。 

伊藤委員 マイナスは？ 

竹内委員 マイナスを入れて６０？ 

事務局 マイナスを入れてのところです。 

久塚座長 初年度は。 

事務局 初年度ですと、一次審査の順位で行きますとトップで６６．６％、２３３点と

いう結果でした。 

久塚座長 何かみんながっくり来て点数がこうなったみたいなイメージですね。 

伊藤委員 そう、期待した以上に出なかった。 

久塚座長 これからの課題です、ＮＰＯをどう育てていくかという活動も含めて。 

伊藤委員 そうそう、うん。 

久塚座長  ＮＰＯはＮＰＯで自主的にやっているというのも自由だけれども、こういう

こととの関係でまちづくりにどう生かしていくのかと考えたときに、もう尐し働きかけて

と言ったら変だけど、何かいい方法はないかなという課題はあるのでしょうね。 

野口委員 そうですね。 

宇都木委員 やっぱり自分たちでやっていたのではだめなのだということはちゃんとわ

からないといけないね。多くの人たちが参加をして関心を持つことが必要なことだから。

それがだんだん減っていってしまうということは、それは人数というか。 

久塚座長 だから、関心を持ってもらうような方法というのはあると思うのですけど、

何か。それはそれでいいとして、では一つ目の議題ですけれども得点順位で８番目の団体

までというふうにしたいと思います。よろしいですね。 

関口委員 はい。 

久塚座長 では、８団体が再来週来ていただける団体というふうになります。 

あと実施方法なのですが、８団体ということで事務局のほうに進め方をよろしく。 

事務局 では、８団体という形で決まりましたので、この８団体でのプレゼンテーショ

ンの実施方法についてご説明いたします。前回、第２回の協働支援会議の中で、プレゼン

テーションを公開にするというところと、発表時間を８分、質問時間を８分という形で、
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また代表質問者を置く形で質問をするというのをご審議いただきまして、それも含めまし

てこのプレゼンテーションの方法についてまずご説明させていただきます。 

プレゼンテーションは説明８分、質問８分という形で行いまして、その方法については

団体の自由としておりますが、時間については準備時間も含む形としております。また、

プロジェクターを区のほうで用意しますのでパワーポイントを用いたプレゼンも可として

おります。 

本日資料３という形でお渡ししているものがプレゼンテーションの実施要領の案で、こ

ちらは８団体を想定した時間配分となっております。各委員の集合時間が１２時半にちょ

うどこちらのお部屋に集合していただいて、質問の内容の調整などをしていただいて１時

にスタートし、１６時４０分に支援会議が終了する予定となっております。 

公開プレゼンテーション自体は１６時ごろ終了する予定となっておりまして、その後に

また一次審査と同じ採点表を用いまして審査員の方に最終審査をしていただいて、事務局

のほうで集計して、その結果につきまして支援会議を再開していただいて助成団体を決定

するという流れとなっております。 

本日は、代表質問する方、どの団体がどの方になるかというのをご審議していただきた

いと思っておりますのでよろしくお願いします。 

久塚座長 今まで幾つかの団体に呼びかけていたのですけど、事前にその質問事項を資

料４にあるような委員さんたちに書いて出してもらって、全く質問がないというところも

極端に言えば存在するわけで、質問を書いてもらって、それを参考にしながら代表者を決

めるという方法もあるのですけれども、きょうはある程度事務的なこともありますが、進

めさせていただければと考えておりまして、各委員がどこかに入っていただくというふう

に決定できればと思いますけれども。 

２週間ぐらいの間にいろんな質問が出てきたものを整理して、事務的にはどうなのです

か、当日ではなくて１日か２日前に整理したものをその代表質問とかそういうところに。 

事務局 では、質問票に関するちょっと説明も先にしてもよろしいですか。 

久塚座長 そうですか。では、引き続き資料４を使いまして。 

事務局 代表質問を行う流れとしましては、まずは各委員の方に団体ごとに質問をお考

えいただきまして、それを５月２１日火曜日までに事務局にメール等でお送りいただくと

いう形でお願いできればと思っております。質問票のフォーマットにつきましては、ちょ

うど第２回の支援会議が終わった後に事前にお送りさせていただいておりますので、それ
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をお使いいただいて２１日までに送っていただければと思っております。 

久塚座長 それは代表質問者ではない方もここにこういうことを聞いてほしいというこ

とを書いてよろしいわけですね。 

事務局 そうです、はい。各委員にまずはシートを出していただいて、２１日から届き

ましたら事務局で取りまとめ作業を行いまして、各委員のを団体ごとに集計しまして、５

月２３日までに各委員へ団体ごとに集約した質問票をお送りしますので、その代表質問者

になられた方は特に把握していただいて、どういったことを質問するか、想定も含めて準

備していただければと思っております。 

久塚座長 いつも代表質問者を決めているけど、飛び込みというか、もう本当にこれだ

けはというのがあれば、議長がやめさせるわけではないので。 

事務局 はい。例年ですと８分、ことしも８分ですけれども、その中で代表質問者が６

分で終わったら残り２分あるので、追加である方という形で挙手していただくなどしてご

質問をいただいたりというのは昨年も一昨年もそういう形をとっております。 

久塚座長 だから、独占するというよりは、責任を持ってそういうことを仕切ってとい

うことが代表質問者というふうにお考えください。 

事務局 そうですね、はい。 

久塚座長 では、事務局が資料３を使って説明しましたとおりです。 

久塚座長 この様式については質問は８個までということ。 

事務局 ８個まで枠がありますけど、それを９個、１０個つくっていただいても問題な

いです。 

久塚座長 私はもう早とちりで８団体というふうに思ったら、団体ごとの。 

事務局 団体ごとのシートです。 

久塚座長 一つの団体ごとでよろしいですね。 

事務局 はい。 

久塚座長 では、決めますよ。では、それぞれ同じというわけにはいきませんので。 

伊藤委員 ８団体だからだれかが二つになるのだ。 

事務局 そうです、どなたか。 

久塚座長 そうですね。向こうから行こうか。 

宇都木委員 いや、割り振りしてくれればいいよ。 

伊藤委員 いいよ。 
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事務局 よろしいですか、事務局一任でも。 

伊藤委員 どうしてもやりたいというのがあれば。 

久塚座長 では、どうしてもこれという。 

事務局 ぜひ。 

久塚座長 はい、太田さん。 

太田委員 ちょっとウオーキング協会、もし可能であれば。すみません、婚活がちょっ

と気になりますので、可能であれば。 

久塚座長 ねえ、婚活、この間から。 

太田委員 私が４分質問しますので、残りを皆さんで。 

久塚座長 いや、全部やってください。 

太田委員 ウォーキング協会で。 

久塚座長 もう本当に一般的に大事なテーマではあるのですよね。 

太田委員 そうですね。 

久塚座長 区長さんもおっしゃっていたように非常に高いパーセントでとおっしゃって

いましたので。 

野口委員 では、いいですか。 

久塚座長 はい、野口さん。 

野口委員 高麗博物館。 

久塚座長 申請番号７番になるのかな。 

野口委員 はい。 

久塚座長 今、二つ立候補がありましたので、それをもうそのまま採用したいと思いま

すので、あと残っていますがどなたか。 

関口委員 では、私は子ども劇場さんをやらせてください。 

事務局 はい。 

久塚座長 子ども劇場はどれ。 

関口委員 １番です。 

久塚座長 ほかはどうでしょうか。竹内さん、どうですかね。 

竹内委員 どこでもいいですけれども、特に。では、どうしましょう、上から順番に。 

久塚座長 ＣＡＰ？ 

竹内委員 するとＣＡＰ。 
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久塚座長 独自のシステムを持っていますからね。ＣＡＰユニットをお願いします、竹

内委員。 

久塚座長 はい。 

久塚座長 宇都木さんはいかがでしょうか。 

宇都木委員 いや、どこでもいいですよ、私は。 

久塚座長 では、伊藤さんは。 

伊藤委員 どこでもいいです、残ったところで順番に。 

久塚座長 井下さんは。 

井下委員 いや、どこでも。 

伊藤委員 どこでも、いや、いいのだよ、だから言ってしまって。 

井下委員 いやいや、いいですよ。 

伊藤委員 では事務局が決めて、この人がふさわしいというところを。 

久塚座長 事務局に一任です。 

事務局 では、それをお送りする。 

関口委員 今決めて。 

伊藤委員 うん。 

事務局 では、もし一任いただけるならこちらで相談しまして。 

久塚座長 ああ、そうですか。 

事務局 はい。 

事務局 そうですね、８団体で７人というところで、２団体やる方をどなたにするかだ

けちょっとお決めいただけると、こちらから。 

竹内委員 質問の内容がわかるといいのだけれども、本当は。 

久塚座長 伊藤さん、二つやる？ 

伊藤委員 いいですよ。 

久塚座長 では、伊藤さん。 

事務局 はい。では。 

久塚座長 では、そういう形で、あとは井下さん、伊藤さん、宇都木さんにどれがどう

なるかは割り振りを事務局のほうでお願いいたします。 

事務局 はい。 

久塚座長 座長的に確認する、何らかの事情があって来れないとか遅刻するとかという
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こともあるかもしれませんので、自分が当たったところはそうですけれども、ほかの委員

が担当するというふうになったところについても、質問票などを見ていただいて協力して

審査に当たっていただければというふうに思います。 

事務局さん、これで１番目の議題は終わり？ 

事務局 そうです。では、今決まっている方だけ確認をしてもよろしいですか。 

久塚座長 はい、はい。 

事務局 あそびと文化のＮＰＯ新宿子ども劇場は関口さん、ＣＡＰユニットが竹内さん、

高麗博物館が野口さん、新宿区ウオーキング協会が太田さん。で、残り割り振りさせてい

ただきまして、伊藤さんが２団体の質問をしていただくという形で、データにつきまして

は５月２１日までに皆さんから各団体の質問をいただきまして、５月２３日までに団体ご

とに集約して、資料４で言えば代表質問者何々委員という形で名前をこちらで入れさせて

いただいたものを各委員にお送りしますので、内容をご確認いただいてご準備いただくと

いう形でよろしいですか。 

久塚座長 はい。 

竹内委員 事務局の時間が２日しかないですけど大丈夫でしょうか。よく中身を読まな

いと分けられないと思いますけれども。 

事務局 既に何名かの方からもいただいておりますので。 

竹内委員 ああ、そうですか。 

事務局 準備を先取りしてやっていきますので。もちろん。 

久塚座長 恐らく僕も学会のシンポジウムで今度司会するけど、大体想定できるのだよ

ね、これについての質問、これについてと枠組みがあって、それをその中に入れていくよ

うな話になっているでしょうから。ただ、そう言っても仕事はこれだけではないけど。 

竹内委員 そうですね。 

久塚座長 なので、２日間で大変だと思いますが。 

事務局 ２３日の夜ギリギリかもしれませんが。 

久塚座長 ええ、だから各委員が。 

竹内委員 出す日がずらしてくれているから、こっちはいいのだけど、そっちが大変で

はないかと。 

久塚座長 皆さん方の質問をぜひ尐し早目に出していただければ。 

では、事務局、大変だと思いますけれども整理して、また委員に返してあげてください。 
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では、初めの議題を終わりまして二つ目ですけれども、長い時間をかけて見直しをして

きました協働事業提案制度が動き出すということになりましたが、いろいろな意見をいた

だいて制度に反映したのですが、それを実施、施行していくに当たってさまざまなところ

で制度改変に伴う手直しをしなければいけないことが出てきていますので、それをめぐっ

ての議論というところになっていきます。 

では、一つ目の事前ヒアリングシート・意見書の見直しについてです。では、事務局、

お願いします。 

事務局 それではこちらのヒアリングシート・意見書の見直しの前に参考資料２という

資料をお開きいただきたいと思います。このＡ３の１枚の協働事業提案制度の見直しに関

する参考資料の２です。この参考資料２は、第１回の協働支援会議のときにもご提出して

いる資料なのですが、既に４月に委員の皆様に確認していただいたものについては、シャ

ーベットブルーの色になっております。５月に取り組むものについては赤字になっており

ます。 

久塚座長 よろしいですか。みんなさん。 

事務局 特にこの下線が引いてある部分について、今回の第３回支援会議で委員の皆様

にご確認いただきたい部分でございます。 

久塚座長 はい、下線を引いてある部分をちょっと読んでもらえますか。 

事務局 「２５年度事業募集に当たっての事前ヒアリングシートへの所要人員算定様式

の追加」というのが二つの項目で同じ文章が入っております。その下に、「事業担当部長を

加えた審査体制の構築・配点割合の検討」とございます。この２点について今回ご議論い

ただきたいということで、今度は資料５のほうにお戻りいただきたいと思います。 

久塚座長 はい、ではちょっと資料５、出てきますか。 

事務局 資料５－１と５－２です。隣に置きながらちょっとごらんいただきたいと思い

ます。資料５－１というのが事前ヒアリングシートの見直しについてなのですが、これは

資料５－２のそれぞれの項目を一覧表にしたものが５－１になっております。この下にさ

らに今までの赤字が入っていない旧バージョンがございますので、旧バージョンのほうも

ごらんになりながらということになります。 

久塚座長 ちょっと待ってよ、みんな追っかけてきていないかもしれない。これが３点

セットになりますが、大きいのではなくて一覧表になったのと、案と書いたのと、ヒアリ

ングシートで案が入っていないのが旧バージョンになります。案というのは赤字が入って
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いるものになります。ですので、どこがどう直ったのかというのがそれぞれについてある

という形をとっています。いいですか。 

はい、では、説明をお願いします。 

事務局 それで、この事前ヒアリングシートというのが、今回は５月２０日の月曜日か

ら６月２５日火曜日までの募集になりますけれども、その後に各事業課に書いていただく

資料がこの事前ヒアリングシートになります。こちらが７月８日月曜日までの締め切りで

ご提出いただくものなのですが、まずこの１番の項目です。これ、現行で事前相談の有無

について確認している欄でございます。ここにつきましては、第１回の協働支援会議で確

認シートの内容についていろいろご議論いただきました。その確認シートとの表記を統一

したということで、括弧の中に「いつ・どのような方法・どのような内容」でという具体

的なことを記入させていただいております。 

久塚座長 はい。 

地域調整課長 ちょうど３月のときの会議でこれをご議論いただいたかと思うのですが、

それでこの中でＮＰＯさんのほうに企画提案書を書いてもらったときに、あわせてセルフ

チェックをしてもらうための確認シート、ちょうどここの中段のところに、企画提案書の

作成に当たって区の事業担当課に調査・事前相談を行い、行政計画の考え方や区の抱える

地域課題・区民ニーズ、区の事業の実施状況等の確認を行いましたか、行った、行ってい

ない、行った場合には行った部署、丸々課とどのような方法で、いついつ訪問したとか、

いついつ事前相談を行ったとか、これに対応するような形でちょうど５－２のところで、

その具体的な内容ということで、いつ・どのような方法で・どのような内容でということ

を区側の担当課のほうにも書いてもらおうと。 

久塚座長 それがずれていると何か微妙ですよ。 

地域調整課長 ずれていると非常に微妙なことになります。 

久塚座長 微妙でとまらないかもしれないけれども。よろしいですか、今、四角の中の

説明は。では、続けてください。 

事務局 次の２番目の質問が、現行では区からの課題提起をとらえているかという質問

だったのですが、今回の見直しを踏まえまして文言整理をさせていただいております。今

までは課題だけでしたけれども、区から今度情報提供をすることになりました。行政評価

の経常事業についてと、あと協働事業の進捗状況ということで１０１事業についてです。

この二つのフレーズを入れ込みました。それが２番になっております。 
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１枚おめくりいただきまして３番になります。これは法令への抵触・法令上の問題につ

いてでございます。今までの旧バージョンが該当する法令の下に「抵触する内容」という

ふうに書いていたのですが、こちらを「問題となる内容」というふうに文言整理をさせて

いただいております。 

次に、４番目なのですが、現行は区民ニーズをとらえているかという質問だったのです

が、見直しでは審査基準をより踏まえた文言整理をさせていただきまして、「提案事業は、

地域課題・社会的課題をとらえていますか」という質問に変えております。それぞれ赤い

部分が変えたところでございます。 

５番目の質問については旧バージョンと同じでございます。 

６、７、８につきましては、文言整理で並べかえてはいるのですけれども、旧バージョ

ンの６ということで、こちらの文言はこのままなのですが、新しいバージョンでは８番目

に持っていっております。 

旧バージョンの７番目です。これは提案事業の実施方法について聞いているものでござ

います。見直し後は、提案事業は協働事業として実施すべきかどうかということで、これ

は公益性による判断・評価で、提案内容から見た区のかかわり方ということで文言を整理

しております。提案は実現性がある事業と考えますかという質問になっております。 

１枚おめくりいただきまして旧バージョンの８は、提案事業は協働事業として実施でき

るかどうかという質問ですが、こちらは区が事業主体となった協働事業、委託事業なので

すけれども、事業主体として実施できるものかどうかということがあって質問を変えてお

ります。「提案事業は、協働事業として実施すべき事業と考えますか」ということで文言を

整理しております。そして、番号も並べかえております。 

９番、１０番、１１番については現行どおりということで、ご提示しております。 

これにつきまして、まずご議論いただいてよろしいでしょうか。 

久塚座長 はい。 

事務局 それで、先ほど参考資料２の大きなのをお示しいたしまして、ここで「２５年

度の事業募集に当たっての事前ヒアリングシートへの所要人員算定様式の追加」というふ

うに先ほど申し上げたところなのですけれども、ではこのヒアリングシートにその人員を

書くところがないではないかというご意見があるかと思いますが、こちらは事務局のほう

で議論しまして、ヒアリングシートで各事業課に書いていただくというよりも、二次審査

の段階で協働事業に対する担当課意見書というのが、８月上旪ぐらいまでに担当課が書く
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ことになっているのですけれども、そちらで書いたほうがよいのではないかということで、

ここのヒアリングシートではあえて落としております。 

久塚座長 はい。ちょっとわかりにくかったかもしれませんけれども、先ほど参考資料

２でアンダーラインを引いたところを読んでもらいましたけど、それが先ほどの参考資料

５－２と旧バージョンの中でどう絡んでくるかというと、そこから形が消えてしまって、

第二段階に進んだときにそのアンダーラインを引いたところについての所要人員等につい

て表現してもらうという形になったという理解でよろしいのですか。 

地域調整課長 はい。 

久塚座長 では、人員については次のステップに進んだ後でというところにちょっと置

いておくとして、旧バージョンの案がついたもの、赤字で直した形のものをごらんになっ

てこのような形でよろしいですか。見直しをしたものが反映されているという。 

はい、伊藤さん。 

伊藤委員 伊藤ですけど、この新しいバージョンも旧バージョンもそうなのですけど、

この３番目。 

久塚座長 ３番目。 

伊藤委員 うん、法令上実施できないと、あまりそういうのはないのだけど、抵触する

部分があるというのが出てくるのだけど、法令にたがうと言ったらおかしいけど、そんな

のが出てきたときには、その後何も進まないよね、これは。やることないものね、事業と

して法令上にこうなってしまったら。これ、２番、部分的に問題ありというのは、その問

題部分を変えればいいけれども、その事業として。 

事務局 そのものが法令に違反するというわけですよね。 

伊藤委員 うん、そういう部分だとどうするのだろう。 

地域調整課長 法令上実施できないというよりも。ここは法令上は問題ありなのです。 

伊藤委員 だよね、実施できないのだからしょうがないものね。 

地域調整課長 法令上問題あり。 

事務局 はい。 

宇都木委員 ＮＰＯと担当事業課が事前協議をして、にもかかわらずそういうのが出て

きたときにどうするかという問題なのか、事前協議で法令上の問題があったよ、法令上、

何か抵触するところがあったら、それはもう事前協議の段階でペケになるはずです。つま

りそれは提案しても通りませんよという話になってしまうから、これは提案しないという
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ことになる、大体普通は。 

にもかかわらず出てきてしまった提案は、それでも構わないわけだよね、出てきても。 

地域調整課長 団体さんの自由意思ですから。 

宇都木委員 うんうん、出てくる。つまりそういう事前上のチェックのためにこの項目

があるというふうに考えてつくっているのだと思うのです。だから、そこはそういうふう

なことを意味していることなのだというふうにしないと、事前協議の意味がなくなってし

まうので、だからそこは。 

久塚座長 以前ありましたよね、法令の問題でその権限とか管轄の話だったと思うのだ

けれども、何だったかな、委譲だったか。 

伊藤委員 よく出てくるのが個人情報を区から欲しいと。それがないとあまり進まない

というのがあったときにここに出てきたよね、個人情報に抵触するのでどうのこうのと。

それは個人情報のやつを区からもらわなければいいという話でいいわけだものね、そうい

うのは。そういうのと違う、宇都木さんが言ったように根本的なものでかかわってくるも

の、どこかこう差別が入ってしまっているとか、そのやつに。 

久塚座長 何かこの提案事業だったかどうか、だれか記憶していないですか、ずっと以

前に国の管轄だというもので、なかったかな。 

宇都木委員 法令上事業が困難な場合というのは、それはあるのです、法律に抵触した

やつはできないのだ。それはそうなのだけど、提案する側はやっぱりそれでもこういう事

業をやることによってこっちのメリットのほうが大きいと、市民運動なんかそういうもの

がたくさんあるわけです、尐々ぶつかっても。それは運動で解決していくのだから、それ

を最初に全部だめにしてしまったらちっとも進まないのではないかと。市民にとってどこ

が都合がいいのかという判断は、必ずしも法令や今の市民の生活実態からして適切かどう

かというのは別問題だから、市民運動の側はそういう提案が出てくる。 

それが事前協議で一たんだめになるけれども、しかし我々はそれを突破して住みよい制

度だとか仕組みをつくっていくためにはやっぱりこういう運動も必要なのだというふうに。

だってやっぱり市民運動側は提案してくるわけです。 

だから、そういうときにこれがもう１回行政のほうとしては、協働事業としてはここが

ひっかかるからできませんよという法令上から見て、現実的に行政の側は条例に触れると

ころがあったらできないとこうなるわけで、そういうチェックをもう１回ここでしようと

いうことだとすれば、それはそれで意味があることなので、そういうことなのだよという



 17 

ことにしておく、理解が統一できていればそれはそれでいいのではないですかね。 

関口委員 例えばその各種の許認可が前提となる事業というのはいっぱいあると思うの

で、現時点で例えばとれていなくても、その事業開始までにとれていればいいというのも

結構あるではないですか。そういうのも含めてだから問題ありというか、クリアしなけれ

ばいけない条件があるよというのがこの検討の中で明らかになれば、例えば古物商の免許

が必要なのだねとか、介護保険事業所の指定が必要なのだねとかいろいろあるではないで

すか、公共法の免許が必要だとかいろいろあるわけで、そこら辺は。保育士をあと何名雇

わなければいけないとか。 

久塚座長 そうそう、だと思いますけどね。 

関口委員 ええ。 

宇都木委員 そういうことをもう１回行政の側が出てきたときの再チェックの項目なの

だという、チェックはいいので。 

関口委員 だから、問題ありのほうがいいとは思います。実施できないとなってしまう

と、それは実施できないという。 

伊藤委員 クリアする部分があればできる。 

宇都木委員 だって無認可の宅老所なんかなんていうのは、それを協働でやろうと言っ

たら多分行政のほうはそれ、できませんとなるのだろうと思うのだけど、市民運動のほう

は平気なのだよ、そんなものは。それが保育所だってそうでしょう、同じこと。困ってい

る人を助けるためにやるので、それが法令違反だと言われようと何だろうとそれはいろん

な方法でやると。 

だけど、それはその形態がもう既にだめなのだと言えば、それはもうそこから先に進ま

ないわけです。 

関口委員 あとは今のご時世、いざとなれば特区とかもありますよね。 

宇都木委員 いや、それは。 

関口委員 いや、いや、いや。 

宇都木委員 すべての話になるから。 

関口委員 そうなのですけど、第三次一括法でしたか、地方分権一括法とかでも大分権

限等々もおりてきているではないですか、独自の条例、基準、義務づけ、枠づけとかも大

分緩和されつつあるので、だから本当はその問題ありと言われたところにＮＰＯ側が、で

はこういう制度を使って緩和してくださいとか、こういうＮＰＯができるようにしてくだ
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さいと言えるぐらいになればもっといいとは思う。 

久塚座長 まあ、先はね。本当は何かやりたいというのが出てきて、どこでひっかかる

のかということを積極的に見つけて、それを突破するみたいな形のものが出てくればいい

のだと思うのですけれども。 

関口委員 特に活動資金助成と違って協働事業はやっぱりそういう新たな突破力という

か政策提言というか、そういうのもある程度求められる基本的な事業ですから、ここでく

じけないで、問題ありと言われたらその問題をどうクリアするか。 

久塚座長 だから、ＮＰＯだけではなくて新宿区にとってもそれでちょっと実験的にい

ろんなことを工面してできるということが、国だとか法令との関係でなってくれば目玉に

なるから。 

関口委員 うん、そうですよね。 

久塚座長 何か１個できればいいなと思うのですけど。 

宇都木委員 僕たちもそうです。これはこれでだからそういうチェック、項目はそうい

う意味だということだけみんながわかっているから。 

伊藤委員 うん、チェックするほうもわかっていればね。 

宇都木委員 うん。 

伊藤委員 それがバラバラだとまた変なになってしまう。 

久塚座長 そうそう。 

宇都木委員 はい、了解。 

久塚座長 よろしいですか。 

竹内委員 では、ちょっといいですか、竹内ですけど。 

久塚座長 はい、お願いします。 

竹内委員 ７番目なのですけど。 

久塚座長 ７番、ちょっと待って、新しいほうの。 

竹内委員 はい。ここに赤字で公益性というのを外しているのですが、これはなぜ外し

たのでしょうか。 

伊藤委員 一番頭のところね。 

地域調整課長 ここは今回区の委託事業であるということからすると、区の事業という

ことですので、一定の公益性があることは前提にはなってきます。それで、むしろここで

いろいろ考えたのは、その前の３ページのところの提案事業は実現性があると考えますか
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ということで、もともとこれは実施方法についてはどう考えますかということで、選択肢

で聞いているのは実現性とか実現可能性のことを聞いていたのです。 

それで、ここのところ、その問いかけは行政の事業である以上公益性が高い、低いとい

う判断があるのかどうなのかというところはひとつご議論の部分はあるのだとは思うので

すけれども、むしろ協働事業として実施すべき事業であるかどうかという、この辺が要は

やる意味がありますか、ありませんかというようなところを聞くときに、要は６番の問い

とのかぶりをどの程度まで住み分けを効かせて、あるいはかぶりがあるか、ないかという

ようなところで、それでこういう整理をしてみたものですと。 

久塚座長 今の説明ともうちょっと角度を変えると、判断基準でプラスとマイナスの分

かれ目が、公益性が高い、低いということでプラス、マイナスを振ってしまうと公益性が

高い、低いではなくて、協働事業として新宿区でやっていく限りは協働、公益性はあるの

だという前提で、協働事業としてどうだということをそもそも考えようということではな

いですか。 

地域調整課長 ああ、そうです、すみません。座長のご指摘のとおりです。 

竹内委員 ただ、ちょっといいですか。例えば４番目にニーズのところに地域課題とか

社会的課題と入れたわけです、単なるニーズではなくて。そういう点からすると、この７

番目は例えばですけれども、公益性とか社会貢献性というのをそこへ入れておいたほうが

明確になるのではないですか。 

久塚座長 竹内さんがお話になっている公益性と、事務局が、あるいは私が使った公益

性とちょっと。 

竹内委員 違うのですか。 

久塚座長 意味内容が違っていて、行政が一般的に住民に行うことというのは当然公益

性を持っているのだという意味で私どもしゃべったのです。竹内さんの理解だと、ＮＰＯ

や新宿区が行うということを４番との関係で言えば地域課題だとか社会的課題というふう

に４番のところで言っているので、それに近いような事柄が７番に入ってこないかという。 

竹内委員 ああ、そうです。 

久塚座長 ご提案ですよね。 

竹内委員 そうです。で、協働事業だから中身としては、例えば地域課題や社会課題と

いうのが一つあって、その一つが公益的・社会的貢献性というようなところが入ってくる

ので、そこをここへ明確にしておいたほうがいいのではないかなと思うのですけれども。 
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久塚座長 協働事業として実施できる、あるいは実施すべきでないということの中で、

ここの７番の問いというのは判断基準として何を置いたのかということですよね。 

竹内委員 ああ、そうです。 

宇都木委員 ちょっとあまり僕はそう、ここは講座のときになんか思っているのは、つ

まり公益性が低いからだめだというこれ、答えなのです、公益性が低いというのは。実施

すべき事業と考えますかという、ノーと言った場合は公益性が低いからノーなのです。そ

のノーのその答えが、公益性が低いというのがここでのその具体的な理由は公益性が低く、

区としての事業、協働事業として認められないとこうなるわけです、ここは。 

竹内委員 前はそういうふうに入れていたのです。 

伊藤委員 答えでね。 

竹内委員 うん。 

地域調整課長 座長、今回特にその事業の目的のところからして、地域の課題を解決す

るための区の委託事業であるということを改めて明確にしています。それで、ＮＰＯさん

からその事業提案がなされた場合に、本当にＮＰＯの数だけ多種多彩な事業提案がなされ

るということはこれまでもそうでしたし、活動資金助成もそうだったと思うのです。 

よくあるのが例えば助成金のほうで何年かやってみて、けたが１けた多いから提案事業

のほうにというのも、結構これまでもあったと思いますし、今回ももしかするとあるかも

しれません。そういうものがむしろこの提案事業で企画書が出されてきた場合に、それは

むしろどこまで行っても例えば助成事業にはなるけれどもやっぱり区の委託事業にはなる

よね、ならないよねという判断はあるのかなと。それは公益性が高い、低いという判断も

あるのだとは思うのですが、その事業のありようみたいなものを、そういうものからして

やはり左から二つ目の選択肢のあたりところなのですけれども、ある程度の区のかかわり

の必要性は認めるのだが、これは本当に委託事業としてやるべきなのだろうか。むしろ団

体の自主事業としてやっていくほうが事業のありようなり、ありていからすると望ましい

のではないだろうかというのもあるのかなというところで公益性という言葉を消している

部分です。 

久塚座長 もともとはその問８にあったのは、ＮＰＯがバンバーンと突っ込んできてこ

ういうのをやりたいと言って、区は尐しおたおたとしてどうしようかなと考えたときに、

最終的には区が事業主体となった協働事業、委託事業としてやると言っているものをとっ

ていくような結論になってくるのだけれども、ＮＰＯがリードして区と一緒にこうやって
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いくのか、あるいは区があくまで事業主体としたものとなって進めていくのかというとこ

ろで揺れてくるわけです、進み方が。 

制度の見直しの中で今までも当然だった、そうだったわけですけれども、区の事業であ

るということを確認するようなところで協働事業を委託事業として実施すべきだと考えま

すかということで、区が事業主体となったというのを取っ払っているわけです。それがど

こに反映してくるかというと、左から二つ目の「ある程度の区のかかわりの必要性は認め

るが」というところに多尐痕跡として残している部分がそこだということになって、要は

区が事業主体となった委託事業として実施すべきかどうかということの結論の部分で公共

性というのをわざわざ入れるかどうかということですかね。 

区が協働事業を委託事業として行うのだから、区としては公共性がないものは行わない

ということなので。あるのと、ないのとがどう違うのという、問い詰めていくとあっても

いいのかな。当然公共性というのを判断基準に入れていいのかなと。先ほど宇都木委員が

発言されたけれども。 

地域調整課長 そういう意味において公益性が低いものは区の事業として実施すべきも

のではない。それは多分真なのです。ただ、その区の事業として実施すべきものでないも

のは、公益性が低いものだけなのかというと、先ほど申し上げたやはりその事業のスタイ

ルなりありようみたいなもので、そこはだから今ちょっとそれがスパンと言えないのです

けれども、やっぱりそういうものもあるのではなかろうかと。 

久塚座長 だから、一つの点数をつける場所ということですよね。だから、公共性は低

いけれども頑張って実施しようというようなものもあるという動き、理解でよろしいので

すか。もう低かったら実施しないみたいなことなのですか。 

地域調整課長 例えば行政の事業課長として書くのであるとすれば、やっぱりその公共

性なり公益性が低いものを区の委託事業として積極的に採択する方向に働くかどうかとい

うと、これが例えば一番左側だとか左から２番目ぐらいのところだと、その具体的な理由

のところは、どっちかというとマイナスイメージの書きぶりになると思うのです。 

例えば事業としてはすぐれた提案であると行政としては考えるけれども、果たしてこれ

が区の委託事業としてやっていくべきような事業の内容なのだろうか、どうなのだろうか

というようなニュアンスなりトーンとしてはそのようなことが多分コメントとして書かれ

てくるのではないのでしょうか。 

久塚座長 これとは意味が違うのですが、区の事業として実施するべきほどの公益性は
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ないとか、そういうのと意味が違うのですか。 

地域調整課長 そういうこともあるのだとは思うのです。 

久塚座長 ああ。だから、前に出てくると大きな理由みたいな感じですよね。 

地域調整課長 はい。 

久塚座長 だから、公益性がないからはなからだめというよな、要するにこう右、左に

分けていくときに、要するに公益性ということがすべてなのだというふうに見えてしまう

のが７番の赤字が出てきたときに。 

地域調整課長 そうですね。前からかけてしまっていますから。 

久塚座長 ええ。ところが、結論としてそれを使う、要は表から消しておくということ

をやれば、区の事業として実施するほどの公益性はないとか、それほど高くはないとなる

と、一つのレンジがこうあって、こう分けていくときの判断がゼロなのか９０なのかとい

うところで分かれて使っていただけますよね。 

宇都木委員 だからそれは分かれるのです、どこへ行っても。公益性の理解が違ってし

まえば、我々がこれは公益性があるものだという認識が、その公益性をめぐって議論があ

る以上はもう当然いろんなところで出てくるのです、その議論は。それはもう出てきてし

ょうがないのです、それは。だから、市民運動の側から言うと確立された公益性なんかそ

んなの、これが公益性ですなんていうのはそんな簡単に定義できないです。 

だから、人間生活にかかわることはすべて公益性だといえば公益性、公共といえば公共

性なのです。そういうふうに広く考えたら選択の余地はないのだけれども、そんなので基

準にして選択すべきことではないのかもしれないが。 

久塚座長 そうです、そうするとわかった。ずっと平行で、ここに竹内さんが入ってく

るともう三すくみになってきて、竹内委員がさっき言った問４があるではないですか。地

域課題・社会的課題、それと公益性というのを三つの矢ではないけれども、三つの。そう

すると、提案事業は協働事業、委託事業として実施するに当たっての公益性を持っている

事業と思いますかみたいな、考えられますかみたいなことを問いにして、そのレンジが左

からあって、そこでさばくというのは違うのだ、意味が。公益性が高い、低い。 

竹内委員 裏返せばそうなのでしょうね。 

久塚座長 だから、下に入れるともう理由みたいではないですか、そもそもの。 

宇都木委員 理由だよ、理由になるのだ、それが、答えなのだ。 

久塚座長 うん、だからこういったところに。 
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竹内委員 でも、前はそれに。 

久塚座長 公益性ということを判断基準に入れて判断するのがこの７番ですよというこ

とを入れたいのでしょう、竹内さんは。 

竹内委員 いや、協働事業の要するに規定ではないけど。 

久塚座長 そもそもの中に。 

竹内委員 公益的・社会貢献というのが入っているので、それが。 

久塚座長 はい、それを使う。 

竹内委員 ここの中にはどこにも出てこないので入れておきたいというのが趣旨ですけ

れども。 

久塚座長 そもそも協働事業というのは幾つかのクオリティーというか性質を持ってい

るものなのです。 

竹内委員 そうですよね。 

久塚座長 それが社会的な課題であったり市民参画であったり。 

竹内委員 うん、それは前のほうにずっともう入ってきてしまっているので。 

久塚座長 で、ないのは公益性と。 

竹内委員 社会貢献性みたいなところが入っていないという。 

久塚座長 だから、要は尽きるのがこの７番は何を採点する箇所なのかという。 

竹内委員 そうです。 

関口委員 ちょっと言わせていただきたいのですけど、要はだからこのレンジが多分ほ

かの項目は比較的ゼロから５とかという感じなのですけど、ここだけ何か例えばある程度

の公益性は認めるが、区のかかわりの必要性は認めるが、団体の自主事業として実施した

ほうがいいというのは、要は１、２、３、４、５ではなくてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄみたいな、こ

う何と言うのですか。 

久塚座長 分かれているのでしょう。 

関口委員 選択肢なのです。 

久塚座長 うん、違うのだよ、質が。 

関口委員 そう、違うのです、質が。それを無理やり横に並べようとしているから何か

混乱しているような気もするのですけど。 

久塚座長 イメージはそうだと思います。だから、これを相対評価に変えるような。 

関口委員 項目にしたほうがいいということですよね。そう、相対評価にしたほうがい
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いとは思います。 

久塚座長 事務局さん、今日これを確定させないとまずいのだっけ、７番の文言は。 

事務局 はい。もしくはこちらで今伺ったのを直して。 

久塚座長 もう１回とれる？ 

事務局 とれるのは今度の５月２７日のプレゼンのときの休憩時間にパッとお配りして、

これで確定させてくださいと、それは可能です。 

久塚座長 各委員に問いかけます、プレゼンの休憩時間に。 

宇都木委員 これは要するにだめなほうの理由を選択するわけでしょう、１番、２番は。

だから、どこかほかで、事業内容はいいのだけど公益性がだめだからではなくて、ほかの

ところでももう公益性だってみんな入ってきていることだから。 

関口委員 例えば区の直営事業でやるべきである、いや、区の事業では一切やるべきで

はない、例えば助成事業としてやるべきである、委託事業としてやるべきである、民間企

業でやるべきである、協働事業として実施すべきであるみたいな、そういうことを多分極

端に言うと。 

久塚座長 極端に言うと。 

関口委員 でも、そういうことなのですよね。 

久塚座長 公益性というのを理由に使っているのだけど。 

関口委員 はい、結局は。 

久塚座長 この事業の実施主体がどこかと。協働でジョイントしてやるべきなのか。 

関口委員 やるべきなのかということですよね。 

久塚座長 株式会社がやるのか、完全にパブリックでその国家がやるのか、そういうや

つだと思います。 

関口委員 そういうことなのですよね、それを多分公益性というまくら言葉を使って説

明しようとしているから混乱がやや起きているのかなという気がしますけれども。 

久塚座長 そうそう、公益性というのが、行っていることが、新宿区の中でごみ処理だ

みたいにみんなに関係するよねみたいなことよりも、事業としてガチャン、ガチャンとも

う動く、権力がやるのだというところから、プライバタイゼーションでやってくださいよ

と。その間に協働としてどう位置づけるのかということを問おうとしていて、新宿区が出

てきてＮＰＯと誘いかけて両方でやるのにふさわしいことなのかということなのでしょう。

大変なことになりましたね、これ。協働事業で１冊本が書けそうですね。 
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すみません、事務局さん、お願いしますが。 

事務局 わかりました。 

久塚座長 再来週まで、今のを踏まえて。ここを考えてください、よろしく。 

事務局 はい、では、すき間時間をちょうだいしてということでお願いいたします。 

竹内委員 これ、もう一ついいですか。今のところで、その７番の頭にあったのを外し

たのですが、要するに協働事業の前に区が事業主体となったと前は入っていたわけですよ

ね。これ、これもなぜ外してしまったのかなと思って。もう当たり前だから外したという

ことなのかもしれないのですけど。 

久塚座長 先ほどと関係するのですけど。 

竹内委員 そうですね。 

久塚座長 やっぱり協働事業として実施するというふうになったときに、これはポリシ

ーということもあって、あくまで区がＮＰＯに引っ張られて四苦八苦しながら、ちょっと

区も考え方を変えないといけないなというレベルのものから、こういう形での誤解を生み

がちなのだけど、結局は区の事業ですよと言っているので区の事業なのです、はっきり言

って。だけど、それがなかなか見えないようなことがあるので、だから当然なので外した。 

区の事業と言っても区長が日ごろから言っているように、それははなから決まっている

ものではないわけで、時代が変わり、状況が変わってくるとどれが区の仕事かな。区だけ

でやるのかなと、市民とどれだけ一緒にできるのかなということがまた変化する。そうし

たときに固定的ではないということが起こってくるとすれば、協働ということを利用して

区がやろうとしていることなので、わざわざ書かなくていいだろうと。 

伊藤委員 今言ったのもちょっとひっかかる部分があるのだけど、その前にひっかかる

ところが６番なの。提案事業は実現性がある事業と考えますかと直るよね。それのときに、

この提案する事業が協働事業として実現性があるということなのか、事業性・事業として

実現性があるのかということ、二つの意味がとれるの。協働事業として実現性があるかと

いうのと、この事業は事業性があるのか、ないのかという部分でどっちなのかなと。 

久塚座長 伊藤さんはどっちにしているの。 

伊藤委員 僕は協働事業としている。多分この事業の実現性が可能かどうかというのは

区のほうの判断もあるけれども、ＮＰＯ側の判断が大きいと思う。そこでできないと言う

のならば何が間違ってできないのか。その方法論が間違っているのか、こんなのでは絶対

実現性がない、実現しないよと区が判断すればそれはそれでいいのだけどという部分。こ
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の二つの見方がここに出てきてしまうわけです。 

久塚座長 いや、文言整理する必要がある。 

伊藤委員 そう、それと先ほどちょっとひっかかった部分というのは、何で区が事業主

体としてというのがあるのだけど、協働事業って区が事業主体なのか、よく言うじゃない、

ＮＰＯと行政が対等の立場でやると。その主体性はどっちかというので外れているのだと

思うのだ、とってしまったほうが。だから、ないほうが僕はよくなったのではないのとい

う判断をしているの。 

久塚座長 うん、だからそもそも言うとそういうものなのだけど、この事業についてい

えば新宿区の事業だということは固有名詞的にはもう外れない。そもそも協働はどうかと

いうと行政とＮＰＯが出てきて一つの法人みたいなイメージがあって。 

伊藤委員 そう、そう。 

久塚座長 ジョイントしてやるということもあり得る。ただ、これはそうではないわけ

ですから書かなくていいのではないかということだろうと思いますけれども。そこまで行

くとおもしろいのだけど、新宿区も手を挙げて、ＮＰＯも手を挙げて第３の何かをつくっ

ていこうではないかというふうになれば。 

伊藤委員 第三セクターではないけどね。 

久塚座長 そのほうが。 

竹内委員 確かに。 

久塚座長 では、１番もちょっと手を加えつつありますか、伊藤さん、そういうご意見

ですよね。今大分近づいたの？文言は。 

伊藤委員 文言はいいところあるよ。 

久塚座長 文言はいいですか。 

伊藤委員 うん。 

久塚座長 ほかの委員もよければそのままだけど、質問は協働事業としてということの

判断を問うということではないですかということですので、よろしいですか、そこは。 

では、事務局に申し訳ない。宿題みたいな形になりましたけれども、先ほどのところを

次回の休憩時間というよりはプレゼンを終わって、採点をまとめますよね。データをとる

というか、コンピューターで集計処理しますよね。その間、いつも委員の先生たち、最終

結論が出るまでちょっと時間がございますので、どうですか、後で点数の一覧表をつくる

のにバタバタこちらもせかせるようなイメージがあるから、その間これを進めると。 
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だから、その時点では高橋さんが集計しておられるかもしれないけれども、濱田さんの

セクションのほうの仕事としてこれを議題にしましょうか。 

事務局 かしこまりました。その時は新しいバージョンの７番のみでよろしいですか。 

久塚座長 はい、７番だけでいいですよね。はい、ではそうしましょう。 

それと、ほかになければもう１個あるのだけど、先ほど事務局の説明で言った人員のと

ころなのですね。 

事務局 はい。 

久塚座長 人員というのは実はそのアンダーラインのところ、ずっと黒で書いてあるの

だけれども、資料の６を見てくださいというふうに、こちらだっけ。 

事務局 そうです、資料６になりますけれども、７月２２日の一次書類審査の後に所管

課に書いていただく意見書になりまして、こちらで「事業実施に必要な人員・体制のつく

り方について記入してください」という欄を一つ最後に設けております。 

ほかのところの赤い分については、今回の見直しに対応して直したところでございます。 

久塚座長 ですから、最初に参考資料の２という大きいペーパーの④と③、赤い字で書

いたアンダーラインを引いた所要人員算定様式の追加というのがそれですか。 

事務局 はい、それがこれになります。 

久塚座長 皆さん、よろしいでしょうか。ここに旧バージョンのものをつけて、これで

言うと担当課意見書の中で下のほうに実際の人員の体制・つくり方に関して記入してくだ

さいというふうに何か書き方みたいなのがあるのですか。 

地域調整課長 まずこちらの赤字のところの一番下が、事業実施に必要な人員・体制の

つくり方について記入してください。１枚めくっていただくと裏側に書き方のサンプルを

一つご用意させていただきます。 

久塚座長 はい、これでいいのですよね。はい、どうぞ。 

地域調整課長 これは各課で書いていただくときに、必ず担当課の意見ということで参

考、初めてのセクションもありますので、こんなことをポイントとして書いてくださいと

いうことをやっていまして、それでここに人員のところなのですけれども、提案内容に基

づき、事業を実施する場合には、担当課の議論として、新たにあんなことやこんなことを

行う必要があるため、所要人員として例えば１人とか０．５人とかが必要になりますと。

そのための体制づくりについては、例えば新たに人員要求する中で確保する必要がありま

すということもあるでしょうし、あるいは既存の体制を見直す中で確保していきますとい
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う判断もあると思いますので、ベースの書きぶりは要はこういう仕事がふえるので、だか

ら人として何人ぐらい必要だと。それをどういうふうに生み出そうとしているのかという、

その三つの内容を担当課として書いてもらう。 

久塚座長 これを従前だと一次審査というか、最初のところから書いていたのを突破し

た後ですか。 

地域調整課長 いえ、従前はこの部分は何も書いてもらう場面はなくて気合で頑張れと

いうのが従前のところだったのです。幾ら何でもそれはないだろうというところがあって。 

久塚座長 ああ、従前はなかったですか。 

地域調整課長 従前はないのです。 

宇都木委員 それはそういうものも含めて担当部署がやれるのか、やれないのか。だか

ら、積極的にやれない理由に人が足りないからできませんというのが出てくればそれはそ

れでいい。それはそれで構わないのですね。 

地域調整課長 はい。 

久塚座長 どうぞ伊藤さん。 

伊藤委員 今のその人員の問題。一つの事業を協働事業としてやる場合は区だけの人員

でやるわけではないよね。 

地域調整課長 そうです。 

伊藤委員 ＮＰＯが入るわけだよね。 

地域調整課長 はい。 

伊藤委員 ということは、区では人員ができないけど、ＮＰＯさんがこういうことをや

る人を出してくれればできるという部分も出てくるよね、当然ね。 

地域調整課長 それはそうです。 

伊藤委員 だから、そこはこの事前協議ではないけど、つくるときに相手との話の中で、

両方でできないと言うのならできないねということになるよね。 

宇都木委員 いやいや、これはＮＰＯが代行できない部分が。 

地域調整課長 そうです、そうです。 

伊藤委員 あるなら別だけど。 

宇都木委員 出てくるから、それはやっぱり行政の責任としてやらなければいけないの

だ。その場合に優先順位でこっちのほうが既存の事業よりも優先する大事な事業だから尐

しはやりくりして内部の見直しでやりましょうとか、新たな人員体制をつくりましょうと
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かという、それは行政の側がどう組み立てるかの問題だから、それは親切にそれを書く、

ここへ書けば積極的な部分と、まあ、やりたいけど人がいないからしょうがない、できな

いのだという部分と答え方としてはうまい部分だろうと思う。 

それはそういう両方あるのだと思うのです、理解は。だから、それはそれで、これはこ

れで書いてもらっていいのではないですか、別に悪いことではないのだから。 

久塚座長 新しい事業をするときに人を充ててくれというような話と別物ですからね。 

よろしいですか、この点は。 

伊藤委員 はい。 

久塚座長 はい。では、もう一つあるのですね。 

事務局 はい。では、資料７のほうを。 

久塚座長 はい、続けてください。 

事務局 資料７、審査方法等の見直しについて（案）でございます。こちらはちょっと

現行制度の復習から入らせていただきます。現行制度については第三者機関の構成員によ

る審査の公平性・中立性の確保という１点目と、もう１点として区としての総合的な政策

判断ということで、協働を推進する上での政策判断、この二つがミックスされて総合審査

というふうにしてくわけなのですが、その審査体制は協働支援会議の構成員と区職員であ

る総合政策部長と地域文化部長２名を今まで審査員、構成員としておりました。採点は一

次、二次とも評価点の６割の得点率で通過ということになります。 

審査資料については、ＮＰＯ等提案団体から提出された事業提案書、区担当課作成のヒ

アリングシートは一次審査、意見書が二次審査の参考資料としています。 

こちらの右側になりますけれども、見直しの報告書で今度どのような観点が加わったか

と申し上げますと、総合政策部長と地域文化部長にプラスして事業担当部長を加えて審査

を実施するということになりました。これはなぜかというと、多岐にわたる事業提案や事

業の実施について、協働の視点とあわせて地域課題の解決や具体的な成果、ここは効果の

測定といった点を今まで以上に審査に反映していくことが必要ということで報告書にも書

いてあるのでが、そのほかにもアンケートです。審査に当たって現場の意見を反映してほ

しいとか、事業担当部長や現場の職員を加えるべき等の意見が寄せられました。そういっ

たご意見から事業担当部長も加えるということにさせていただいております。 

そこで、問題になってくるのが審査の今までの現行総合点方式。 

久塚座長 いいですか、ここからが重要な結論を出していただくということで、今まで
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７人の委員、私を除いてということで、お二人の新宿区の部長さんに入ってもらっていま

したが、複数の部が絡むときには部長さんがふえてくることもあり得る。 

そこでどういうふうに持ち点を持ってどういうふうにしようかというもの、今から案が

出てきますが、その案が出る前の判断基準、結論を得るための基準というのは、先ほど事

務局が言ったように見直しの中でどういうふうにしろということが言われたので、次のよ

うな案でどうかというふうに流れていきます。 

では、結論部分に入っていきます。よろしくお願いします。 

事務局 それで、見直しの考え方、３点です。審査の公平性・中立性の確保を基本に、

区の委託事業として、事業担当部門の考え方をより反映する方向での見直しをしていくと

いうことと、２点目として多くの事業担当部門がかかわる中での審査の効率性の確保をし

ていくということと、３点目が複数の部課にまたがる事業提案がある中で、同じ取り扱い

のもとで得点処理ができる審査方法を確立していくという見直しの考え方がございます。 

それで、見直しの考え方の取り組の方向性といたしましては、審査体制への事業担当部

門の参画、審査に当たっての評価点の比重をふやす方向での調整が必要となってくると思

います。 

それと、公開プレゼンテーションへの事業担当部長の参画・プレゼンテーション終了後

の意見交換も実施していきます。そこで、今までの現行の総合点方式というのが事業担当

部長が入ったことによって、７００点満点だったら１人ふえると７７０点満点になったり

とか、いろいろ変わってまいりますので、この総合点方式を変えていかなくてはならない

というふうに考えておりまして。 

久塚座長 ええ、大丈夫ですかね。委員がふえるので７０点持っていたらふえてくる。

随分丁寧に事務局が説明していますが、要するにここの委員の数は変わらないわけ。 

事務局 そうです。 

久塚座長 で、部長さんの数がふえるわけ。ふえても１００人までふえることはない。

部は幾つあるのと課長さんに聞いたら部は幾つありましたか。 

地域調整課長 先ほど１４ですね、改めて数えたら。 

久塚座長 はい、１４あるけれども、１４が丸々入ってくることもない。 

地域調整課長 ええ。 

久塚座長 ここの委員を超えることもほぼない。多くてここの委員の半分前後だろうと

いうのが現実です。そのようなときに、さあ、どうする。 
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事務局 はい。そこで、事務局では今までの見直しの考え方、取り組みの方向性をかん

がみまして、平均点方式がよろしいのではないかと思っているところなのです。 

そのほかにもこの見直し案にございますけれども、審査に占める区職員の持ち点は７０

点満点の、２部長でしたので１４０点ございました。この１４０点を変更しないで、例え

ば部長さんが２人から５人になったとかいうことであれば、その１４０点割る５でやると

いう方策もあるのですが。 

久塚座長 要するに新宿区の部長さんに１４０点しかあげないよと、もうどんなにたく

さんでも１４０点という方式で行くのか、そうではなくてそれぞれご担当があるわけです

から、私どもと同じような点数を持ってという形のイメージで行くのかということで。 

事務局 はい、そうです。事業担当部門の考え方を反映するという意味では平均点のほ

うがよろしいのではないかなというふうに事務局は考えているところでございます。 

それで、今まで過去にどれぐらいの部が出しているかということで、資料の大きな中の

真ん中のところに２１年、２２年、２３年というのを事例でご提示してございます。二次

審査まで残っている部というのが大体３か年で全部で５部残っているので、これで行けば

５人の部長さんが加わってくるのかなというふうに考えているところでございます。 

参考資料１で過去３年間の各部から出たものでどんな事業が出たかということと、どれ

が採択されたかということを載せております。 

あと、参考資料３といたしまして協働事業提案採点表です。このＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと

いう、審査員の皆様から採点をいただくのですけれども、この採点表を書いていただくに

当たりまして、どの方式がいいかということを。 

久塚座長 結論から言うと、何々部長さんたちに各委員と同じ７０点あげるというのと

違うのですか。 

事務局 ７０点、はい。 

久塚座長 それでいいのでしょう。みんなが７０点持つという話ではない。部長さんが

５人いたら７０点ずつ。 

事務局 ５人、そうです、皆様に。 

久塚座長 だから、平等に点数を持って委員としてということで。 

事務局 そうです、だから何人になっても。 

久塚座長 それで、平均方式という。 

事務局 はい。 
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伊藤委員 これをやるときに一つの提案事業があるじゃない。それにかかわる部長が入

るというの？ 

事務局 そうです。 

伊藤委員 ではなくて、１人入るだけだよね、極端なことを言うと。ほかの部までかか

わっていれば３人ぐらい来るけど、その事業にかかわる部長は極端なことを言うと１人だ

よね。それと、今まで来られている政策部長と地域文化部長で３人という意味だよね。 

地域調整課長 はい。 

伊藤委員 違うの？ 

地域調整課長 そこのところがちょうど表のところで行くと「事業により異なる」と書

いてあるわけです。これまででしたら例えばアートプロジェクト、事業としては地域文化

部と子ども家庭部がかかわっているのですけれども、これを採択するときには区の職員は

２人、総合政策部長と地域文化部長（協働担当部長）がこれまでは審査をやっていました。 

伊藤委員 うん、今度は２人ふえるのでしょう。 

地域調整課長 今度のところで行くと、その事業部長としてというところで子ども家庭

部長が入ってくるので、総合政策部長、協働担当部長である地域文化部長と、それから子

ども家庭部長の３人がそれぞれにかかわってもらわなければいけないです。 

そのそれぞれに１人ずつ７０点をあげるかどうかという。７０点をあげて平均点でやっ

ていくというのが一番右側のやり方です。ところが、例えば神楽坂の観光まちづくり、２

年ぐらい前にあったかと思うのですけれども、あれは地域文化部のほかに都市計画部と道

路の関係でみどり土木部の３部がかかわっていたわけです。こっち側で行くと総合政策部

長がいて、協働担当の部長がいて、協働担当と地域文化部は一緒ですから結果４人。そこ

で行ったときに、それぞれやっぱり道路は道路の担当部長としての意見、都市計画だと地

区計画は地区計画としての意見がありますから、１人に７０点ずつをそれぞれあげて、平

均点でやっていく。要は１人の部長の意見は事業の担当部長として一人前で見てあげて、

平均点で出していくというのが一番右側のやり方です。 

真ん中のやり方は、そうは言っても区の職員というところはやはり今まで２人枠でやっ

ていたので、２人枠の中で閉じ込めてやっていくべきだというのが真ん中のやり方です。

ですから、何人の部長がかかわろうと区の持ち点は１４０点の範囲にとどめてしまいます。 

別な言い方をすると、見直しの報告書の考え方のところでは、区の事業部の意見をもっ

と反映していってもらいたいというのをＮＰＯ側の意見だとか区の意見であったときに、
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結果として５分の２とか４分の２とかというところに閉じ込めていってしまう話に、１４

０点でやった場合にはなってしまうのではなかろうかという。 

伊藤委員 そうすると反映ができていないという部分が出てくる可能性があるよね。 

地域調整課長 そうです、そういうことです。 

久塚座長 よろしいですか。話はみんな追っかけてきましたね。それで結論はその上限

を設けないで何人入ってきても１人７０点なのですということでよろしいでしょうかとい

うことです。 

伊藤委員 はい、よろしいです。 

関口委員 ちょっと確認なのですけど、一次も二次も審査にその部長さんは入るという

ことでいいのですか。 

地域調整課長 基本的に入っていただこうと思います。 

宇都木委員 そうすると、仮に５人というとここは何人いるのだっけ。 

久塚座長 ７人。 

宇都木委員 ７人、７対５だと。それ、事業担当部署がこれをやりましょうとなったら、

こっちの意見は否定されるな。要するに。 

地域調整課長 肯定、否定ということではなくて。 

宇都木委員 ウエートがものすごく高くなるということなのです。反対の人がいないの

です、その出てくる人たち、区の職員という人たちは。反対ならもともとはだめ、出てこ

ないわけでしょう、行政としては反対というのは、そのだめだよと言う人たちは、もとも

とのその行政と市民団体の話し合いの中で消されてしまう可能性があるわけ。これはちょ

っと無理だと言ったらその可能性は高いわけではないですか。 

だから、そうではなくて行政も積極的にやりましょうとなると、そこはいい点数を持っ

てくるわけだ、既に。我々みたいに最初からゼロから判断するわけではないのだ。 

久塚座長 いや、だから宇都木さんが言っているのは裏側の話で、ここがやりたいと言

っても行政がだめだという話ではなくて、ここはもうこんなのやってもだめだよと思って

いるのにお役所がやりたいと言ったら通るのではないかということを心配しているわけ。 

宇都木委員 そうそう、通ってしまう。だって仮に５人いたら、こっちが平均点しか。 

地域調整課長 すみません。そこは多分平均点の持つ意味だと思うのです。先ほどの助

成金のところであったのと同じ議論かなというふうに思います。 

それと、すみません、もう一つ一番大事なところをちょっとまだ申し上げていなかった
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のですけれども、基本的にはその６割でクリアというお話が一つあるのですが、現在新宿

区のほうで第２次実行計画という行政計画のスパンに入ってきていまして、昨年の見直し

を踏まえて区長の査定をいただいたところなのですが、２６年度以降の協働事業、基本的

に新規の採択は毎年２事業、上位の二つにしてくださいということなのです。 

初年度２事業採択しましたと。それから、その翌年のところで２事業採択したら４事業、

３年目のところでもう二つ積み込んでくると６事業、だから巡航ベースで行くと二つずつ

採択していくと毎年６事業ずつ走っていくというところがマックスなところなのですけれ

ども、そういう中では５事業提案があるのか、８事業提案があるのかわからないのですが、

一応事業としてやっていけるのはそのうちの上位の二つ。 

久塚座長 だから、先ほど言った裏表なんてたくさんやろうと言っても財政的な縛りが

あるということと、今度は区のほうでどんどん協働みたいなイメージで進めようと思って

も、もうその予算的なものがあって二というところで歯止めがかかるのということです。 

その中で点数、平均点でやっていくとそんなに大きな違いはないのかなという判断だろ

うとは思いますけどね。 

宇都木委員 いや、ちょっと今大事な話だけど、それ、２事業しか採用しないというこ

とにするの？ 

地域調整課長 いや、予算上限として二つしか査定を受けていないということなのです。 

宇都木委員 でも、２事業しかないというのだったら、最初に説明会でそれを説明しな

ければだめ。 

地域調整課長 ですので今度の５月の説明会。 

宇都木委員 そうすると、この審査というのはおのずから通常の審査はやっても３位以

下はゼロだよ、要するに。だから、どういう点数をつけようとも３位以下はゼロと同じこ

となの。 

関口委員 いや、だから。 

宇都木委員 そうでしょう、二つしか選ばないのだから。 

関口委員 だから、二つ意味を持つようになってくるのは、まずはそもそも２団体しか

申請がなかった場合は今までどおり審査しますよね。３団体以降申請があった場合は先ほ

ど出てきたように２団体しか審査というか、通せないわけです。 

宇都木委員 いや、２団体でも採用ゼロというのもあり得る。 

関口委員 あり得るのだけど、どのみち審査はしないといけないわけですから。 
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宇都木委員 そう、そう。 

伊藤委員 審査してプレゼンするのだよね。当然ね。 

地域調整課長 そうです。 

関口委員 当然、２団体だからオーケーというわけではなくて。 

伊藤委員 ６割以上のところは。 

関口委員 だから、どのみちもれなく審査は。 

地域調整課長 ですから、これまでもその見直し前のところにおいても、例えば５事業

ご提案いただいても、１０事業提案いただいても、いいものはいいよねということで採択

という話はあったのだとは思うのですけれども、どんなに提案いただいても、これはやっ

ぱり先ほどの実現可能性とかではないのですが、違うのじゃないのというところを各先生

方に厳しくご審査いただいて、結果採択に至らずということになってくるわけです。 

宇都木委員 うん、だけど前提として予算の枠はそれはあると思うのだ。それは予算の

枠はあっても２事業というのはないのだよ、今まで。結果として２事業とか３事業だとか、

予算の範囲なら３事業だって構わない、今までは。 

久塚座長 いや、だけど６６０万ですかね、予算が。 

地域調整課長 はい。 

久塚座長 それを三で分けるという話はないのですねということですよね。２００万ず

つで三というのは、話はないのですねと。 

地域調整課長 その提案のテクニカルな部分において、それができなくはないのだと思

うのですけれども、基本的には３３０掛ける２が基本かなと。 

久塚座長 概算で出すときには１事業について３３０ということ、上限はわかりますけ

ど、下限というのは。 

地域調整課長 下限１００万ということで置いています。 

久塚座長 １４０万とかで出したときに、それで４事業に例えばするというようなこと

は、区は念頭にないという理解でよろしいのですか。 

地域調整課長 一応事業と金額と両方で査定をいただいていますので、２事業で３３０

というところの６６０が基本だと思っていますが。ただ、いただいた提案がやっぱり良質

で、これは積極的にやっていくべきだろうというところの判断があれば、その中で後年度

負担も含めて毎年が６６０の範囲でおさまっていればそこは交渉の余地はあると思います。 

久塚座長 となると、宇都木さんと伊藤さんは説明会で二しかだめという説明になるの
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か、そこはあまり説明しないのかというところに分かれますよね。 

地域調整課長 ですので、１事業３３０、２事業を基本ということで区としては考えて

いますぐらいだと思います。 

宇都木委員 いや、だから要するに審査して、みんながいいと思って高い点数になって

きて、その結果として３団体ぐらいは合格と、審査の結果は。金があるか、ないかは別だ

よ。その中から金がないから、さあ、どうしましょうかというのは、これは審査とは別の

政策が働くこともあり得ると思うのだ。この委員会としては３団体をこれはいい事業だか

らどうぞやってちょうだいと。あとはそれを受けて行政としてその審査会が選んだ３団体

が本当にこの３団体削らずにそのままやるのかどうか、あるいはどうしても予算の関係が

あるから２団体しかやらない、やれないということになるのか。そこは審査会とは別の政

策判断が働くということだってあり得るのではないの。 

久塚座長 どうですか、事務局さんは。例えば全く同じ点数で３団体出てくるとか。 

地域調整課長 そこはやっぱり優劣はつけていただきたいと思います、点数で表現でき

ないものも含めて。 

宇都木委員 だから、審査会は二つだけ選んでくださいというふうに審査を最初からそ

ういうふうにするのか、要するにそういう数は関係なくて審査して、結果として３団体だ

とか４団体とかがいい点数になって合格したということになるのか。多分２団体と言って

も審査のそれぞれの受け方、審査の選び方によっては３団体ぐらい同じような点数になっ

てしまう可能性だってあるわけだ。私は二つだけ選びましたと、よく。だけど、それがト

ータルしたらこれだけいるのだから、そううまくみんなの意思がそこに一つにそろうなん

ていうことはあり得ないことなので、だからそういう場合にどういう判断をするのか。 

もう１回委員会に託されて、この三つのうち一つだけ削ってくださいということになる

のか、そこはもう最初から審査会としての意思、ここで決めるのは何かというのをはっき

りしておかないと、それは審査をする側は説明がつかない。 

久塚座長 審査会は提案、申請のあった提案事業のうちのその２事業を採択するという

のが私たちの仕事ということでいいのですか。 

地域調整課長 基本的にはそういうふうに考えています。 

久塚座長 それは外されないということですね。 

地域調整課長 はい。 

久塚座長 金額が安くても２事業と。 
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地域調整課長 基本的にはそうです、はい。 

久塚座長 では、伊藤さんと宇都木さんはそれを公に言ってもいいのですか、それとも

ホームページか何かで。 

地域調整課長 いえ、それは事務局というか、区のほうで申し上げます。 

久塚座長 はい。 

宇都木委員 募集要項にも書かなければだめですから、かなりはっきり。２事業しか選

ばないのですと。 

地域調整課長 そこのところが今回一つ非常に難しくしているのが、既存の事業を行政

評価の経常事業の中で棚卸しをした場合には、２事業以外のところで従前予算を持ってい

るわけなので、それはそれで採択というのはあるのです、可能性として２＋αが。 

関口委員 うーん、なるほど。 

伊藤委員 それと、まず２事業しか選べないとなると、ここは個人的な判断になるかわ

からないけど、僕は環境がいいから環境のほうの団体のほうを、今新宿区に必要なのは環

境だよとか、それからこれは後だよとか、今度はそこの出てきた事業によって優劣がつい

てしまうという可能性もあるのだ。どっちが新宿区にとって意義があるのかと。部長たち

も多分そういう判断。自分のところがと思っているとすると、非常に高い判断が、さっき

宇都木さんが言ったように事前ヒアリングシートも出てきて、そこで多分課長だけの判断

ではなくて部長も見ている可能性があるでしょう。そうすると、出しておいて落とすのは

と思うと、その部長が意識的に高くするという判断もなきにしもあらず。 

それで、今言ったように僕たちも自分の得意とする分野であれば、そこを高くするとい

うことも出てきてしまうのだ。今まではそんなこと何も考えないでよかったのだけど。 

地域調整課長 そこはあれですよね、区長が委嘱している中でそれぞれの委員の先生方

には基本的には中立であることということを前提に委嘱をさせていただいているので、あ

そこがいいからとか。 

伊藤委員 うん、そこではなくて。 

地域調整課長 そういう話では多分まず一つはないのだろうと。 

伊藤委員 うん、うん。 

地域調整課長 もう一つ、きょうはもしあれでしたら、そこのところはもう１回区のほ

うで持ち帰らせていただきますけれども、その審査会の権限なり決定するのをどこまでの

部分とするか。もう一つはその審査会の一定の結論を経て、どこから先を区長が決定する
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部分とするかというところの議論があろうかと思いますから。 

最終的に予算で二つということであるとすれば、３３０×２ということで、これはもう

財政上のフレームが決まってしまっている話なので、各先生方、例えば１０本ご提案いた

だいて、審査会の結論として上から１０個点数をつけてくださいと。その報告を区長がい

ただいて、１０個のうち上から二つを区長が要は採択をしましたというやり方もあるかも

しれません。 

久塚座長 ただ、例えば研究費なんかのやつは、もう点数を各委員がダアッと出して、

上から並べていって二段階選抜で行くときはそういうやり方に近いのだと思うのです。幾

つという数というよりは順位づけに近いイメージですよね。 

だから、そうすると私どもが例えば微妙なのだけど、伊藤さんと宇都木さんは、それか

ら、ポスターや広報はどこまでをどういうふうにお出しになるのですか、公に。 

地域調整課長 そこの事業の本数について数字は打つつもりは今のところありません。

以前にご確認いただいた中でも１事業当たりの予算の上限ですとか、それから何年という

ようなところは打ってあるのですけれども、さっき申し上げたように経常事業の２という

ことで言ってしまうと、では経常事業が幾つ入ってきたときはどうするのだとかと、そう

いうことがなかなか文章として表現ができないので、そこは説明会にご参加いただいた中

できちんと説明をしていこうと。あるいは、個別に相談をいただいた中でそこにインフォ

ーメーションをしていこうと。 

久塚座長 だから、協働事業提案という制度です。それと棚卸しの部分です。これをど

ううまくこう説明というか誤解がないようにやっていくかというのは難しいと思うのです。 

宇都木委員 いいですか。これ、公開が前提だから、そうすると２事業ですと言ったら

応募してこないところが、そっちを心配するのだ。もう出してもだめだわという話になる。

その可能性があるから、だからそれも、せっかく区民参加のまちづくりの一つとして提案

事業をやろうと言ったときに、あまりにもそういう採択が狭められてしまうとやってもだ

めかという話はあまりよくないことなのだ。 

だから、そこのところの兼ね合いも考えないといけないので、だから金の面から言えば

額はこの範囲ですよというのは、それは示してもらってもいいと思うけど、基本的に採択

は２事業ですというのは、どこかでやっぱり言わなければいけないと思うのだ、だまして

しまったことにならないように。 

地域調整課長 ええ、それは市民則に反しますから。 



 39 

宇都木委員 ねえ、うん。そうすると、そこの意欲というか、本当にみんなが一生懸命

提案しようということになるのかどうかという。それ、事業課だってそうだと思うよ、２

事業しか出ないというのは、これはちょっと無理だよ、あなたのところはと最初からそう

いうことに出てしまう可能性はあるよ。この程度のことだと２事業の中に入らないから努

力するだけむだだからほかのことを考えなさいなんていう話になりかねない、それは。 

地域調整課長 そこが事業数とはリンクはしないとは思いますけど。 

宇都木委員 だからそこは行政だから上手にやるだろうけど、市民の側の提案だとか参

加だとかというのの意欲をそがないようなことを何か工夫してもらったほうがいいよね。 

地域調整課長 いずれにしても宇都木委員が言われるように、やっぱりその誤解だとか

行き違いが生じてはいけませんので、そこをなかなか文字で明確に書くのは難しい、書け

ば書くほど原則と例外みたいなが出てくるので難しいところがあるのですけれども、しっ

かりと説明はさせていただきます。 

竹内委員 ちょっといいですか。多分これ、要するに長期、３年にわたって提案をする

ようにしたので重なってくるから３年目で６事業になると。その予算で押さえられてしま

うと思うのですけれども、これ提案自体はその３年の長期スパンの提案でなくてもいいわ

けですよね。すると、それによってその年度の予算が減。 

地域調整課長 いえ、それは繰り返しになりますけれども、毎年の関係で要は財政フレ

ームが伸びたり縮んだりということはあり得ないということで、この間議論で確認してき

ていただいていますので、どこまで行ってもそれは１事業３３０万頭打ちで、３年を基本

としてというところは、例えば３年が２年になったからと言って５００万にふえるもので

はないのです。 

竹内委員 ああ、ふえないけど事業数はふやせるということですよね。 

伊藤委員 ふえない。 

宇都木委員 単年度予算だから毎年毎年残ったから来年持ち越してその分使ってもいい

という話にならないのだ。単年度予算だから。今年６００万なら６００万で３００万しか

使わなかったから来年の分、ふやせばいいではないかという、そういうふうにはならない。 

竹内委員 でも、次の年、例えば単年度の事業が入ってきたら、３年の事業と継続して

いくと次の年、予算はその６００万なら６００万とれるわけですよね。 

宇都木委員 いやいや、だからそこは６００万とれるけど、だからといってそこでまた

６００万の範囲でまた選び直すだけの話だから、新しい人たちはいいよ。 
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竹内委員 それは、入れられるわけですよね。 

宇都木委員 うん、新しい人。今まで続いている人は２年、２年で終わりなのだ。あと

１年分残るじゃないか、だからどこかでその分使えばいいのではないかということにはな

らないのだ。 

竹内委員 そういう意味ではなくて。 

久塚座長 質問の意味がちょっと違うのです。もうちょっと判るように質問してあげて。 

竹内委員 何だろう。この２事業に限定しなくてもいいのではないかと思ったのです、

その３年の事業ばっかりなればそうなりますけれども、例えば単年度の事業、２年度の事

業というのがあれば、経過処置で見ればもっと事業をふやしても大丈夫になるのではない

かと思っているのです。 

久塚座長 要するに全部が１年間の事業だとして。 

野口委員 ６事業。 

伊藤委員 逆に行くと次の年が大変になるという話だよね。 

竹内委員 そうですね。 

地域調整課長 要は４か年、毎年６６０万円という財政フレームで、頭打ちで押さえら

れてしまっていますから。どこまで行ってもそれは例えば今年使わなかったから来年とか

そういう話は全然出てこないのです。 

宇都木委員 うん、ないのだ。 

伊藤委員 １年度の事業で５００をやると、残りは１６０万になるわけだ。１６０万の

事業で２事業なのだよね、極端なことを言うとそうなってしまう、６６０万しかないのだ

よ、お金が。 

竹内委員 いや、最大ででも３事業は。 

伊藤委員 何で。 

竹内委員 ３年事業だから２事業ずつだと３年間で６事業動くわけですよね、最大で。 

伊藤委員 うん、動いている。 

竹内委員 そうすると１事業が３００万、全体で１，８００万動いているわけですよね。 

久塚座長 そう、そう。 

竹内委員 だから、１，８００万の範囲で動いていればいいという話ですよね。 

宇都木委員 ああ、そう、それが違う話。 

伊藤委員 そこが違う。 
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竹内委員 違う？ 

伊藤委員 うん。 

宇都木委員 単年度予算だから。 

竹内委員 でも、そうなりますよね。 

宇都木委員 一番重なるところはそうなるけど、それはそうだよ、重なるところは。 

地域調整課長 重なるところはそういうことです。 

宇都木委員 総額が絶えず出っ張ったり引っ込んだりすることはあり得るけれども、今

年尐なかったから来年ふやすという話にはならない。 

竹内委員 ああ、そういう意味ではなくて継続していけば、もう６事業がずっと動いて

いれば必ず１，８００万ずつ動いているという。 

地域調整課長 そうです、そのご理解です。 

宇都木委員 それはそのとおり。 

竹内委員 その間にだから出っ込み、引っ込みがあるのではないかと思ったのですが。 

伊藤委員 それはいけない。 

竹内委員 いや、３年ではない事業が来れば。 

宇都木委員 それはこの次の事業が１年の事業という限定で募集はできないもの。 

竹内委員 限定ではないけど、たまたまそういう事業があったら。 

宇都木委員 いやいや、だから今年この事業は今年限りの１年で、あとの２年間はまた

３００万と残っているのではないかと。そういう話になる、なってくる、今の話は。 

竹内委員 いや、残っているのではなくて次の年は減るわけですよね、継続の事業がな

くなると。 

宇都木委員 結局減ったからといってその分が上積みにはならない。 

竹内委員 上積みではなくて１，８００万のうちの。 

久塚座長 だから、６事業で落ちるでしょう。 

竹内委員 そうです。 

久塚座長 で、６事業で走って、そこで６事業が全部ストップになるとして、その次の

年で１年間の事業で１，８００万のものは。 

竹内委員 ３年先を見ないといけないわけですね。 

久塚座長 うん、３３０万のものが、いきなり６個出てくるとするじゃない。 

竹内委員 そうすると３年間もできなくなってしまう。 
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久塚座長 うん。だから、そのそういうことだと計画が立たないので、予算というのを考

えるとこれだけの金額の中でおさまることをしてくださいという話でしかないのですよね。 

竹内委員 そうでしょうね。 

久塚座長 だから、それは昔から裁判を含めてたくさんその事実上行っているというこ

とと、予算があるから行うということについて訴訟もたくさんあったわけだけれども。 

竹内委員 今まで単年度で区が見ていたのを３年の事業として見ていかなければいけな

いということですよね。今はそういうのもないのですけど。 

久塚座長 実態は１年ごとで進んでいくのですけど。だから、一番心配するのは１年間

にとって２つということですけど、それが２年目になるというふうになって、３年目にな

ると６つになって、６つが走っているということがずっと続けば、回転していけば、我々

が途中で心配し始めたみたいに何もいいのがとれなかったらどうしようみたいな、点数が

低いようなのばっかり出てきたときに、逆に言うと走らせると言うけど何もないよねみた

いなことになると、違った心配をしなければいけないわけです。そういうことが出てくる

可能性というのは。 

宇都木委員 あるよね。２と限定してしまうと可能性がある。 

久塚座長 そこをどう見るかなのだ。 

宇都木委員 もう本当に確信があるやつでというのばかりではないから。だめもとで出

してみるかなんて言って、それで全くゼロというわけにいかないから。 

地域調整課長 そこは多分、例えば助成金はある意味立ち上げでもあり、事業に勢いを

つけなければいけないからいろいろあってもいいのだと思うのですけれども、区の事業と

してやっていく中で、一定の地域の課題を解決してやっていくというところでだめもとで

というのは、なかなかやっぱり区側はつらいものがあります。 

宇都木委員 本人たちはだめもとなんて言わない。言わないけれど、例えば僕は半分行

政のほうの担当のところに、何か一つや二つ出さないとまずいぞと言って、そういうのは

だめもとに近いのだ。とりあえず格好つけるから一緒に出しましょうよという話になる。 

そういうものと積極的に参加をしていこうというところをどう調整するかというのは、

あまり制約されてしまうと参加意欲がなくなってしまうからそっちのほうも心配だなと思

っているのです。だから、そこをどうやってうまく説明するか。どんどん出してください

と。とりあえず今年だめでも来年また出してくださいとかいろいろやり方はあるだろうけ

ど、あまり厳しくしてしまうと、これ、なかなか出してくるほうは制約がかかってしまう
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のではないか。 

伊藤委員 出てみないと判らないよな、選んだものが全部行政側から出たものだったら。

そういう懸念もなきにしもあらずだよね。いろいろ出てみないとわからない。 

久塚座長 広報で打っているのを見て、国のやつでも総額は書いてあって、概ねの件数

は書いてあるみたいなのが多いではないですか。１事業当たり３３０万円上限とする。予

算枠はこれだけ書いてあって、その出せる範囲というのは例えば広報で金額を出してくだ

さいと言われたときにホームページで何が出せる、２件というのはやっぱり出しにくい？ 

地域調整課長 もし言えば出せますね。 

久塚座長 ねえ、で、出しますか。 

事務局 いや、広報原稿は先ほどお配りしているのですが、件数とかは入れていないで

す、３３０万。 

野口委員 入っていないのでしょう。 

事務局 入っていないです、入れないです。参考資料で、金額等は入っております。 

久塚座長 まだそのときには２件と言われていなかった？ 

事務局 いえ、２件というのは計画事業のローリングで既にもう。 

地域調整課長 新年度を迎えるのに当たってその結論は持ってはいたのですけれども、

先ほど申し上げたように限られた紙面の中で、例えば新規の提案については２件、行政評

価で棚卸しをした部分については件数は問いませんとかと、その行政評価の経常事業評価

とか棚卸しとかと意味がわからない中で、そこまで書いても多分余計混乱するだろうと。 

関口委員 まあまあ、それはそうだ。 

地域調整課長 ええ、ですからそこは説明会なりでしっかりと説明していくことが大事

だろうということで私が判断しました。 

宇都木委員 この提案はいいから行政の本来事業に組み入れてしまいましょうという、

提案制度で提案してくれなくても、これは協働事業として、本来の事業としてやりましょ

うと言って採択してくれればそれはそれでいいのだ。それはあり得ることでしょう、行政

が提案して、行政といろいろ話ししているうちに。それも本当は提案制度で採択されたう

ちの一つなのだ。だから、この審査会にかかるかどうかは別の問題として。 

だから、そういうものも積極的に出してほしいということ、そういう協働事業があると。 

久塚座長 常日ごろ事業が。 

地域調整課長 そこのところで申し上げればここ何年かこの提案制度、あるいは助成金
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についてのご議論をちょうだいしているわけなのですけれども、先般１００何事業の区と

しての協働の全体の取り組みというところもご紹介させていただいています。まさにあの

中で各部各課が実際に動いてやっているのです。ですので、それは宇都木委員が言われる

ように引き続き各課の事業の中でこの審査会とか提案制度に乗るか、乗らないかは別にし

て、役所だけで課題解決はなかなか難しいのです。 

久塚座長 広報するときに新宿区の協働事業として取り上げて進んでいるやつがあるじ

ゃない。あれを積極的に見せるということはやっぱり大事で、それはこれの予算ではない

けれども、新宿区の議論になる。極端に言うとその３００万なら３００万がついて走って

いるというイメージでしょう。 

だから、そういうところをうまくこの委員会はたまたま単年度で幾つ採択するよという

ことを言われているのだけど、その後走り出したのを見ると予算がついて、半永久かどう

かは別として５００万とかつけて走っているのだったら、ここの予算が走っているのと同

じようなイメージになってしまうわけでしょう。 

地域調整課長 はい。 

久塚座長 だから、そこをうまく使って協働というので、こういうのが走っていますと

いうのを出していくと、たった２つに見えているのだけれども、それがずっと事業化して

いくということになるし、棚卸しもその中でうまく使っていけるのではないかと思います。 

地域調整課長 そうですね、まさに座長がおっしゃるとおりで『Ｌｅｔ‘ｓ協働』とい

う冊子をつくらせていただいているのですけれども、あれも要は提案制度と助成金を取り

扱ってきて、それの広報媒体だという位置づけは一つあるのですが、新宿全体でやってい

る協働の取り組みをもっと可視化して顕在化しろということで、実は高橋さんにはオーダ

ーを入れたところなのです。今年やり切れるかどうかというところはあるのですけれども、

その全体の協働の中で提案制度がやっているのはここなのですよとか。 

久塚座長 そう、そう。だから、提案制度がやっているのは仕組みとしてここというの

と、今度は実態として動いていくわけでしょう。実態として動いたときにはここから始ま

ってここになったというのが見えるやつをやらないとだめ。 

地域調整課長 はい。ですから、そこは今年、来年というところで高橋君にこう、ご期

待ということで。 

宇都木委員 皆さんに釈迦に説法だろうけど、提案制度というのはある意味で政策誘導

だから、こういう提案制度を使って区民が提案することがどんどんふえていって、もちろ
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んここの委員会にかからなくてもどんどんそのそういう事業が、区民からの提案が事業化

していくことが大事なことなので、それの政策誘導を提案制度がやっているわけだから、

そういうものだということをもうちょっと前に出ていけば、そこはこの提案制度の持つ本

来の役割というのが果たせると思うのだ。 

井下委員が協働推進計画に関わっていたときに、何かそういうことをやりましょうよと

言ってきたときには、この人なんかもう明日から新宿区がもう全部提案制度で埋まってし

まって、行政が受け切れないぐらいいっぱいくると喜んだのだけど、そこはそういうこと

を尐し区民にも広報というか知らせるとか、ここの委員会にかかることだけが提案制度で

はないのだよということを広く、宣伝してもらっていいと思うけど、本来そういうものだ

から、そこのところをもう尐し強調してもらうと、ここではなくてもそっちでもそういう

ことが可能なのだよということがみんながもっと知るようになることをお願いしたい。 

久塚座長 そうそう、だから。 

地域調整課長 それは本当にしっかりと受けとめさせていただきたいと思います。昨年

そうした中で濱田さんにはしゃかりきになってこの提案制度の見直しを回してもらって、

西堀さんにはこのセンターの立ち上げというところで、去年、今年来ていますので、これ

が今回の見直しを含めてある程度軌道に乗れば、その次のステップとして今やっているこ

とをもう１回きちんとやっぱりオープンにして、新宿全体でこういう。 

久塚座長 結局１個１個がやっぱりこう分立しているみたいな感じ、イメージなので、

ここ自体も相対化できるような位置づけになると、閉ざされたものではないし、いいもの

になると思うのです。だから、高橋さんがいろんなものをつくってくれているけど、あの

中に動きとか流れが見えるような、事業化していって走っているやつだとか、どこからス

タートしたとか、区が独自にやっているものがどういうものであるとか、それをちょっと

見せてもらって、ここの議論もその中にうまく入って、何より大事なのは区民が期待感を

持って、もうやっても無理だではなくて、区にお願いしにいくとか、区に要望を出したら、

それは事業化することもあるのだということをはっきり見せないとだめですね。それをぜ

ひ工夫して、その一翼を担っているのがここでもあるわけだから。 

伊藤委員 ちょっと一つだけ教えてほしいのだけど、可能性として例えばここで今言っ

たように協働事業として出てきたやつを審査して点数つけるじゃない。例えば今度は事業

部長が出てくるじゃない。そうすると、そこから外れたものでも事業部長判断で自分のと

ころの本来事業に持っていくということも可能性はあるよね。協働事業ではなくて、わざ
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わざみんなで審議していいと言うのだけど、上から二つでもったいないのはあるじゃない。

それが逆に言ったらここで審議したものがそのまま向こうにここの協働事業ではなくて持

っていかれるという可能性もあるよね。 

宇都木委員 そうしてもらったほうがいいよ。 

伊藤委員 そういうのもね、よければだよ、よければ。 

地域調整課長 よければということで。 

伊藤委員 ねえ、事業部長が出てきてやっているのだから。 

久塚座長 伊藤さん、何を誘導しようとしているの。 

伊藤委員 違う、違う。そういうふうに事業部長がいいと思えば持っていってくれると

いいねと、私たちもやったかいがあるねということだよ。 

久塚座長 いや、だから普通に審査しましょう。 

伊藤委員 そう、私たちはそれで二つだろうが関係なくやりましょうということ。 

宇都木委員 だから、もう１回審査のときに問題を整理して、それで審査に当たるよう

にしましょう。 

久塚座長 あまり皆さん、きょう言ったことの全く裏返しのことを後で発言では困るの

だ。やっぱり行政としてやっていく、基本として私たちは協働のこれをつくったわけだか

ら、それをやっていこうよというふうにやっているので、それが前に進むような仕組みに

していくということが仕事ですので、だから２つを幾ら６つにしても件数がふえても金額

はそれきりになるわけだから、議論としては２つというのは、私も先ほど事前打ち合わせ

で先ほどいろいろお伺いしましたが、宇都木さんの発言もよくわかります。 

ただし、これは極論して一つの事業に１００円あげるからという話には幾ら何でもあり

得ない。１００円で何百何万という。事業として実施していくのであれば１事業、あれぐ

らいの金額という換算すれば２か３で。それは課長さんが例えば２００万で複数なり、そ

ういうのが出てきたら相談の仕方があるでしょうとおっしゃったのは、はなからここで可

能性は金額によって事業数は変わりますなんていうことは言えない。予算ベースでしか広

報できないわけで、予算を組むときに概算要求で幾つでとやっているだけで、その個数と

いうのは最初から広報できる話ではないので、実際に出てきたときに臨機応変で、みんな

同じような点数のが３個残ったと、上位に。これは２５０万を３で割るとあれだけど、２

００万を３だと６００万だなという話になったら、また話は違う展開になると思うのです。 

そのときは課長や部長にプッシュしたり、あるいはどう考えるか、委員会は３と、同じ
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にするとしたということであげてもいいのだろうと思います。そのときに新宿区がこう判

断したと言ったら、それを今度はこの委員会の結論とすればまたいいのだろうと思うので。 

今日のところはその動かない予算枠をベースとしたということで、そのこととの意味合

いで３３０万ということであれば、逆算すれば２団体というのを表に出して、伊藤さんや

宇都木さんがわざわざ言うことでもなかろうというふうに思います。幾つですかというと、

まあ、予算枠からこれだということは動かない、既に決定されたことですからということ

以上の説明はしようがないのだろうなというふうに思います。 

ただ、きょうのこの議論で久しぶりにみんなファイトが出てきたというか、いい議論だ

ったと思います。事務局も大変な整理をする中で最後のところだと思いますから。次回は

赤字で濱田さんに宿題で出ている部分と審査というふうになります。 

竹内委員 ちょっとだけ、いいですか。行政からの提案ということで経常事業の評価で

何かものすごく悪いものをというような話があったのですが、そういった何か見込み的な

ものは何かあるかどうか。 

久塚座長 どうぞ。いや、話せる範囲で。 

地域調整課長 ワークライフバランスの関係でこの前ちょっとご紹介したのがあったか

と思いますけれども、その関係でぜひＮＰＯさんのお力を借りたいと。企業、事業所等の

地域貢献活動及び働きやすい職場づくりに関する事例収集、協働発信というようなところ

で一定のＮＰＯさんの力をこの提案制度の中で借りることはできないだろうかというとこ

ろが一つ出てきております。 

もしかすると若者の就労支援みたいなところでも、もう１本出てくるかもしれません。 

久塚座長 そういうことの中から言うと、見直しのところでその前のところだと区から

の課題提起部分も予算の中に入れるかどうかみたいなことを審議してきたわけではないで

すか、みんな３，０００万がどうのこうのと言って。今度それの２つがこう出てきてやろ

うというふうになると、それも予算の中に入ってしまうわけよ、昔の制度で行くと。 

竹内委員 それを検証でやるのではなくて。 

 地域調整課長 ちょっとそこのところは整理が必要になってきますけど。 

 久塚座長 今からだから。だけど、そういうのが出てきたということは一歩前進なわけ

です。それがあるので、課長さんはさっきから、もにゃもにゃそういうのをどう考えます

かみたいなことを言いたいのだけど、事務局なので。 

 宇都木委員 それがいい提案があったら本来事業として区がちゃんとまとめ込んで来年
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度以降の事業化、区自身の事業として一緒にやれるということが一番いいことだから。 

 竹内委員 そうですよね。 

 宇都木委員 それがこの委員会にかかろうが、かかるまいが、それはいいことだからど

んどんやってもらう。そういうことをどんどん提案してもらうと、行政には。 

 久塚座長 だから、光の当て方ですよね。もうこの委員会からだと６６０万で１，８０

０万みたいな話だけど、さっきみたいなのが出てきたときにお金はどこが握っているのだ、

どこが決定するのだと見方を変えれば３，０００万とか４，０００万に膨れ上がることを

ここでやっているみたいなのに近いイメージになってくるわけで。 

だから、あまり予算の執行のところだけでラインを引くと言うより、実態として協働が

どう進んでいくのかなということを考えたほうがいいのではないのかなと思いますけど。 

 宇都木委員 それはだから予算的に、協働と。 

久塚座長 うん、最終的にはね。だから、一個でも二個でも出てくるというのはいいこ

とだと思います、すばらしいことだと。特に１本目がＮＰＯのアイデアが何かあればとい

うような思いを持っているということはいいなとは思います。 

関口委員 最後に、経常事業の改善の提案ということで出てきた案件については、特段

その予算のフレーム外ということでもいいのですか。 

地域調整課長 そうですね。 

久塚座長 それで見直しのところであったじゃない、その向こうの話なので。 

関口委員 ああ、では、例えば幾つそこは採用してもいいということですよね。 

地域調整課長 理屈から行けばそうなります。 

関口委員 そういうことですよね。 

地域調整課長 ですから、３本かもしれないし５本かもしれないし７本かもしれないし。 

関口委員 ああ、そうですよね。どっちかと言えば実績はそっちのほうで稼ぐと言って

はあれなのですけど、ＮＰＯ側もその狭い２枠よりかは、どちらかというと既存の事業の

改善を提案したほうが受かるのではないかという可能性はある？ 

久塚座長 それは提案ではないじゃないですか。それは棚卸しのほうの話なので、日常

的に新宿区に働きかけることは自由ですけど、枠があるわけではないので。ですよね？ 

地域調整課長 ごめんなさい。経常事業としてやってきているその予算は、それは巡航

ベースでやってきている。枠と言えば枠はあるわけです。 

久塚座長 いや、枠だけどこれではないですよね。 
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地域調整課長 はい、そういうことです。 

久塚座長 ねえ。関口さんはあたかも働きかけてこれに乗っかる発言になると思ってい

るわけではないですよね。 

関口委員 どういうことですか。 

久塚座長 行政に提案したら箱が１個できるとか、そうではないよ。 

関口委員 いえいえ、もちろんそうです。だから、今既存の例えばワークライフバラン

スの事業が３，０００万でやっているという事業があったら、そちらに今回のこの枠組み

を使って提案するということですよね。 

久塚座長 いや、それではないの。 

関口委員 えっ？ 

宇都木委員 行政に直接提案すればいいわけでしょう。 

久塚座長 事務局、どうですか。 

地域調整課長 ですから、そこは多分提案の内容だと思います。 

宇都木委員 両方あるよ。 

関口委員 もちろん両方あるのですけれども、今議論しているのはこの提案制度を使っ

てどうするかという話なので、それは３，０００万の枠は今回の６６０万とは別枠であく

まで考えるということですよね。 

久塚座長 別々に、そうそう。 

関口委員 そうですよね。だから、私がＮＰＯ側だったら、例えばどっちが受かりそう

かなというのを考えたときに、手間暇かけて申請書を書いて公開プレゼンまで行かなけれ

ばいけないので、それだったら全く制限のない、多尐分野は限られていても経常事業のほ

うだったら予算額もおそらく大きいだろうしそういう制限もないわけですから。 

久塚座長 今、正しい理解でいいですか。 

地域調整課長 ですから、そこは。 

関口委員 もちろん内容次第です、内容次第だけど。 

伊藤委員 容易かどうかもわからないよね。より厳しいかもわからないよね。 

関口委員 提案するＮＰＯ法人側だったらそう考えるのではないかなと思うので。 

宇都木委員 それはいいのだって。提案制度があろうがなかろうが、積極的にやれば。 

関口委員 いや、だから。 

久塚座長 事実上働きかけるというのと、制度との理解でよろしいですよね。 
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地域調整課長 すみません、座長、もう１回言ってもらっていただけますか。 

久塚座長 事実上ＮＰＯが日ごろの活動としてそういうことをやるのは。 

地域調整課長 それはもう。 

関口委員 それはやればいいのです。それはそうだと思います。 

久塚座長 もちろん制度に乗っかってそれをやるというのもそれでいいのですよね。 

地域調整課長 協働はいろんな形で働きかけていただいて結構だと思います。 

関口委員 そうですよね。いや、だからわざわざそれを経常事業として今回こう売り出

しているわけですから、なるべくこっちを使っていただくという方法で。 

宇都木委員 こっちが提案したけど行政が、別枠でやりましょうと言うかもしれないし。 

伊藤委員 そうそう。そっちのほうが。 

関口委員 いや、ちょっと面倒くさいのであっちでやりましょうみたいなのは、それは

あるかもしれない。 

久塚座長 そうね。 

関口委員 今いろいろあると思います。 

宇都木委員 だから協働のあり方というものをもうちょっとできれば丁寧に区民に説明

してあげて、これだけが協働ではないのだよ、この委員会だけが協働ではないのだよとい

うことをやっぱり知らしめて。 

関口委員 だから、提案制度というところですかね。 

宇都木委員 やっぱり入口はそうかもしれないけど、やり方としてはいろいろあるから。 

竹内委員 ちょっとそれに関連してですけど、制度が変わってしまったので、多分行政

サイドの問題ですけど、この提案制度としての活動成果とか評価をどういうところでやる

かというのをちゃんとしておかないと多分いけないと思います。今までは事業が４年で４

０ふえればという指標でいろいろやっていたのですけれども。 

地域調整課長 ですから、それぞれの事業評価をやっていただくときに、やっぱり当初

立てた計画どおりに目標が達成できているのかどうなのかということをこの委員会の中で

きちんと評価をしていただくことが翌年度の継続にもつながっていきますし、最終的に３

年終わった後、本当に引き続きやっていくかどうかという判断にもつながっていくという、

そこがポイントになってくると思います。 

だから、数で幾つ採択したという話と、それからそれぞれの事業が全投入した意味がき

ちんと達成できているかどうか。 
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宇都木委員 はい、了解。 

久塚座長 いいですか。何かいろいろ思いはあるでしょうけど。 

宇都木委員 はい、では終了。 

久塚座長 では、きょうはこれで終わります。お疲れさまでした。 

―― 了 ―― 


